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45 近世後期における相撲年寄の免許発給と在方統制

一
方
在

近
槻
後
期
に
お
い
て
、
相
撲
年
寄
は
江
戸
の
四
季
勧
進
相
撲
の
興
行
運
営
の
他
、
地
方
巡
業
の
主
体
を
担
っ
て
い
た
。
先
行
研
究
に
お

い
て
高
埜
利
彦
氏
は
、
安
永
二
年
（
一
七
七
―
-
）
に
出
さ
れ
た
相
撲
興
行
に
お
い
て
相
撲
を
渡
世
と
す
る
者
の
み
が
木
戸
銭
を
取
る
こ
と

が
で
き
、
素
人
が
興
行
を
す
る
場
合
は
相
撲
渡
世
の
者
と
対
談
の
上
で
勧
進
興
行
を
催
す
事
を
認
め
る
趣
旨
の
触
に
つ
い
て
、
「
対
談
の

上
」
と
い
う
の
は
、
金
銭
を
支
払
っ
て
「
土
俵
免
状
」
の
許
可
を
得
る
と
い
う
内
実
を
含
ん
で
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
す
な

わ
ち
、
相
撲
年
寄
と
在
方
の
者
の
興
行
契
約
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

こ
の
た
め
相
撲
年
寄
は
、
地
方
興
行
を
安
定
的
に
進
め
る
目
的
で
在
方
相
撲
興
行
の
勧
進
元
と
関
係
を
緊
密
化
し
て
い
っ
た
。

方
側
も
、
安
永
―
一
年
の
法
令
に
よ
り
、
相
撲
興
行
独
占
権
が
相
撲
渡
枇
集
団
に
付
与
さ
れ
た
以
卜
は
相
撲
年
寄
と
の
関
係
を
緊
密
化
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
上
、
相
撲
年
寄
の
「
弟
子
」
に
な
る
こ
と
で
、
幕
府
の
風
俗
統
制
に
対
し
安
定
的
な
興
行
を
行
え
る
利
点
が
存
在
し

た
。
結
果
的
に
相
撲
年
寄
は
、
江
戸
以
外
に
も
様
々
な
地
方
に
多
く
の
弟
子
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
新
田
一
郎
氏
は
こ
の
事
に
つ
い

て
、
十
八
世
紀
以
降
に
江
戸
の
相
撲
年
寄
が
在
方
の
セ
ミ
プ
ロ
相
撲
集
団
の
指
導
者
に
故
実
免
許
を
交
付
し
門
弟
化
す
る
こ
と
で
、
在
方

は
じ
め
に

近
戦
後
期
に
お
け
る
相
撲
年
寄
の
免
許
発
給
と
在
方
統
制

齊

藤

み

の

り
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第
一
章

の
相
撲
に
故
実
と
正
判
性
を
供
給
す
る
一
方
、
彼
ら
を
支
配
下
に
納
め
る
こ
と
で
、
巡
菓
拠
点
の
確
保
や
弟
子
の
供
給
を
始
め
と
し
た
利

点
を
持
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
在
方
相
撲
の
正
当
性
を
物
質
的
に
証
明
す
る
も
の
が
、
在
力
に
向
け
て
発
給
さ
れ
る
紙
媒
体
の
免
許
状
で
あ
る
。
免
許
と
言
っ
て

も
、
吉
川
追
風
家
が
発
給
し
た
代
々
の
木
村
庄
之
助
や
式
守
伊
之
助
、
相
授
年
省
へ
の
免
許
状
・
証
状
や
、
横
綱
免
許
状
と
は
違
い
、
相

撲
年
奇
が
発
給
す
る
も
の
で
、
相
撲
年
寄
の
在
方
支
配
に
お
い
て
重
要
な
怠
味
を
持
っ
て
い
た
。
在
方
へ
の
免
許
状
は
相
撲
年
寄
に
と
っ

て
、
与
え
た
者
が
管
轄
す
る
地
域
が
自
ら
の
統
制
下
に
あ
る
と
い
う
應
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

一
ガ
、
在
方
で
こ
の
免
許
を
持
つ
者

と
持
た
ざ
る
者
の
間
に
は
明
確
な
格
差
が
存
在
し
、
在
方
で
の
渡
肌
に
対
し
大
い
に
影
臀
を
り
え
た
と
者
え
ら
れ
る
。

本
論
で
は
、
こ
の
在
方
へ
の
免
許
そ
の
も
の
や
、
在
方
相
撲
杜
会
の
支
配
が
関
わ
る
史
料
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。
な
お
、
相
撲
年

寄
の
免
許
や
在
方
社
会
の
門
弟
に
つ
い
て
、
高
禁
氏
の
先
行
研
究
の
中
で
少
々
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
犬
保
期
以
降
、
江
戸
相
撲
年
寄
ー

H

代
ー
世
話
人
ー
門
弟
と
い
う
序
列
を
以
て
、
在
方
の
相
撲
興
行
の
担
い
手
が
組
織
化
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
江
戸

と
在
方
間
の
擬
制
的
な
「
師
弟
関
係
」
に
つ
い
て
、
ご
く
少
数
の
免
許
の
刑
か
ら
表
血
的
に
触
れ
る
の
み
に
留
ま
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
今
ま
で
の
相
撲
研
究
で
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
免
昨
に
つ
い
て
、
特
に
免
許
の
種
類
や
文
言
、
免
許

が
持
つ
意
義
や
権
威
の
象
徴
性
、
在
方
の
相
撲
集
団
に
与
え
た
影
響
、
統
制
の
道
具
と
し
て
の
面
に
つ
い
て
具
体
的
に
探
っ
て
い
く
こ
と

を
目
的
と
す
る
他
、
在
方
側
の
史
料
も
使
用
し
、
免
許
が
交
付
さ
れ
た
先
の
柑
撲
社
会
に
対
し
て
よ
り
深
く
切
り
込
ん
で
い
き
た
い
。

免
許
状
の
種
類

近
恨
相
撲
社
会
に
お
い
て
、
免
許
状
が
い
つ
頃
か
ら
発
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
具
体
的
に
は
不
明
で
あ
る
が
、
寛
政
十
二
年
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箱
内
・
包
紙
上
書
省
略

〈
史
料
一
〉
就
永
七
年
江
戸
相
撲
年
寄
四
本
柱
・
土
俵
永
代
奉
納
状

に
％
時
の
木
村
庄
之
助
が
下
野
回
＂
方
賀
郡
在
住
の
波
風
角
右
衛
門
へ
発
給
し
た
門
弟
免
許
が
残
っ
て
お
り
、
寛
政
年
開
に
は
既
に
発
給
さ

れ
て
い
た
市
か
確
認
で
き
る

C

相
撲
の
免
許
状
と
日
っ
て
も
、

い
く
つ
か
の
種
類
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
、
相
撲
年
寄
が
発
給
し
た
免

許
の
種
類
を
概
観
し
て
み
た
い
。
な
お
、
高
依
氏
か
先
行
研
究
に
お
い
て
、
「
故
実
門
弟
」
「
相
撲
世
話
人
」
「
相
撲
目
代
」
の
免
許
に
つ
い

て
は
既
に
は
及
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
三
種
は
こ
こ
で
は
史
料
は
挙
げ
ず
に
、
概
略
を
触
れ
る
の
み
に
留
ま
る
。

高
埜
氏
の
論
者
で
「
故
実
門
弟
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
門
弟
免
許
は
、
地
方
の
者
が
江
戸
の
相
撲
年
寄
の
門
弟
と
な
る
事
を
許
可

さ
れ
た
免
許
を
指
し
、
多
く
の
在
力
相
撲
取
を
始
め
と
す
る
興
行
の
担
い
手
に
発
給
さ
れ
た
。
先
述
し
た
木
村
庄
之
助
の
波
風
角
右
衛
門

宛
免
許
も
こ
れ
に
該
甘
し
、
汀
叫
載
人
物
を
門
弟
に
加
え
る
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

一
方
桐
盾
人
免
昨
は
、
普
段
よ
り
近
郷
の
門
弟
衆
中
を
始
め
と
す
る
在
力
相
撲
社
会
を
取
り
締
ま
る
他
、
相
撲
年
寄
か
ら
発
せ
ら
れ
る

統
制
令
を
実
行
し
、
地
力
で
間
題
が
起
こ
っ
た
際
に
解
決
す
る
役
割
の
人
物
で
あ
る
「

llt話
人
」
を
任
命
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
世
話

人
免
昨
の
場
人
口
は
、
戌
に
門
弟
と
な
っ
て
い
た
者
に
対
し
て
発
給
さ
れ
て
い
た
。
な
お
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
但
話
人
よ
り
上
位
の
存

在
で
、
同
じ
く
在
ガ
相
撲
社
会
を
統
括
す
る
「
日
代
」
も
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
を
任
命
す
る
免
許
も
発
給
さ
れ
て
い
た
。
こ

ち
ら
も
、
地
J
j
l
弟
の
取
締
や
江
戸
よ
り
命
じ
ら
れ
る
統
制
の
実
行
と
い
っ
た
、
諸
権
限
を
付
住
さ
れ
て
い
た
。

人
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
設
備
の
使
用
を
許
可
す
る
免
許
も
存
在
す
る
。
そ
の
代
表
例
が
上
俵
免
許
で
あ
ろ
う
。
江
戸
で
も
使
用

さ
れ
る
屋
根
付
き
四
本
杵
の
上
俵
を
奉
納
し
、
そ
の
使
用
を
許
可
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
〈
史
料
一
〉

四
本
柱
士
俵
奉
納
免
許

の
よ
う
な
物
を
言
う
。
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一
、
信
州
高
井
郡
赤
野
田
村
産
神
神
明
宮
江
心
穎
二
付
、
年
々
神
事
・
御
祭
礼
之
節
、
永
代
四
本
柱
上
俵
致
奉
納
罹
候
処
実
正
二
御

座
候
、
然
上
者
御
村
方
御
若
衆
中
井
二
御
世
話
人
衆
中
末
々
二
至
迄
、
御
当
日
相
撲
無
滞
御
取
立
可
被
下
候
、
依
而
如
件
、

嘉
永
七
寅
年

御
世
話
人
衆
中

右
は
、
信
濃
国
裔
井
郡
赤
野
田
村
（
現
長
野
県
長
野
市
若
穂
保
科
）
の
産
神
神
明
宮
の
祭
礼
の
奉
納
相
撲
に
お
い
て
、
四
本
柱
の
土
俵

の
使
用
を
免
許
し
た
も
の
で
あ
る
。
相
撲
年
寄
の
境
川
浪
右
衛
門
と
、
江
戸
相
撲
取
の
月
ヶ
嶽
助
一

•
1

郎
が
連
名
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。

四
本
柱
の
土
俵
は
、
相
撲
年
寄
か
ら
の
奉
納
状
が
多
く
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
信
濃
同
高
井
郡
箕
作
村
（
現
長
野
県
下
水
内
郡
栄
村
）

鎮
守
豊
高
島
神
社
に
四
本
柱
土
俵
を
奉
納
し
た
嘉
永
四
年
八
月
付
け
の
奉
納
証
状
は
、
行
司
に
し
て
相
撲
年
寄
の
一
一
枚
鑑
札
で
あ
る
十
一
―

代
木
村
庄
之
助
他
、
取
次
と
同
地
の
相
撲
取
計
三
名
の
連
名
で
村
の
若
衆
宛
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
前
文
は
、
同
村
の
鎮
守
へ
心
願

に
つ
き
こ
の
度
四
本
柱
の
土
俵
を
奉
納
す
る
、
と
言
っ
た
附
容
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
「
然
ル
上
者
神
事
之
時
々
其
筋
江
申
逹
、
不
筋
之

俄
無
之
様
幾
久
し
く
可
被
相
用
候
、
若
業
之
者
罷
越
彼
是
之
俄
申
候
ハ
ヽ
、
此
書
付
ヲ
以
可
被
申
談
候
」
と
続
き
、
祭
礼
奉
納
相
撲
の
際

の
使
用
規
定
と
、
難
詰
す
る
者
が
現
れ
た
際
の
正
当
性
を
示
す
物
的
証
拠
と
し
て
、
奉
納
証
状
を
使
用
す
る
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

点
か
ら
、
免
許
と
明
確
に
記
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
奉
納
状
は
内
容
的
に
免
許
状
と
同
義
と
見
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

奉
納
相
撲
に
関
し
て
は
、

t
俵
以
外
に
太
鼓
櫓
の
免
許
状
も
存
在
す
る
。
江
戸
相
撲
に
お
い
て
、
太
鼓
櫓
は
幕
府
か
ら
興
行
許
可
を
得

御
杓
衆
中

境
川
浪
右
衛
門
詞

奉
納
主

村
ヶ
嶽
助
一
三
郎
⑱

江
戸
相
撲
年
寄
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木
村
伊
一
郎
取
次

JC
メ
衆
中

信
州
佐
久
郡
小
諸
鋭
町

¥

j

l

 

J
ー

ー

弘
化
弐
乙
已
年

f
供
相
授
免
許

〈
史
料
一
＾
〉
弘
化
二
年
八
月
浦
風
林
右
衛
門
子
供
相
撲
免
許
状

浦
風
林
右
衛
門
詞

相
撲
年
省

古
川
逐
風
門
人

直
政
（
花
押

て
い
る
祉
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
太
鼓
櫓
を
地
元
で
も
使
用
出
来
る
と
い
う
の
は
、
在
方
に
と
っ
て
大
き
な
ス
テ
ー
タ
ス
と
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
例
え
ば

fri濃
国
諏
訪
郡
矢
ヶ
崎
村
で
は
、
嘉
永
元
年
八
月
に
、
鎖
守
祭
礼
の
際
に
太
鼓
櫓
を
免
許
す
る
と
い
う
内
容
の
免
許
状

が
発
給
さ
れ
て
い
る
。
皿
向
院
の
人
鼓
栴
は
、
門
前
に
組
ま
れ
、
神
を
招
き
、
興
行
閲
始
を
周
辺
に
知
ら
せ
る
役

H
を
果
た
し
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
在
力
に
交
付
さ
れ
る
太
鼓
櫓
免
許
も
祭
礼
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
奉
納
柑
撲
と
連
動
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
在
地
の
相
撲
集
団
の
一
員
で
あ
っ
た
子
供
相
撲
に
関
わ
る
免
許
も
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
今
ま
で
に
挙
げ
た
門
弟
・
槻
話
人
免

許
や

t
俵
免
許
に
比
べ
る
と
少
々
特
殊
で
あ
る
が
、
免
許
の
種
類
の
一
例
と
し
て
こ
こ
に
裕
げ
た
い
。

一
、
中
ー
御
町
内
八
幡
宮
御
神
札
毎
年
八
月
朔
日
神
事
・
御
祭
礼
之
節
、
子
供
相
撲
取
立
候
儀
、
布
子
供
た
り
共
名
目
無
之
候
而
者
難

柑
成
二
付
、
相
勤
候
子
供
依
者
以
来
我
等
門
弟
二
致
附
候
間
、
左
様
御
心
得
木
々
二
ぷ
上
迄
相
携
御
取
吃
可
被
成
者
也
、
防
如
件
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証
状
之
事

〈
史
料
三
〉
文
化
七
年
八
月
浦
風
林
右
衛
門
村
相
撲
免
許
状

〈
史
料
二
〉
で
は
、
伯
濃
国
佐
久
郡
小
諸
荒
町
の
鎮
守
（
現
長
野
県
小
諸
市
荒
町
）
祭
礼
の
際
に

f
供
相
撲
を
取
ら
せ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
名
目
無
し
に
行
う
事
は
宜
し
く
な
い
と
し
て
、
祭
日
の
子
供
柑
撲
に
参
加
す
る

f
供
の
相
撲
取
は
浦
風
林
右
衛
門
の
門
弟
と
す
る
と

い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
在
方
相
撲
取
を
通
し
て
、
＋
供
相
撲
に
ま
で
柑
撲
年
寄
が
支
配
を
深
め
て
い
る
事
が
窺
え
る
。

普
段
か
ら
、
同
地
の
相
撲
取
達
が
＋
供
相
撲
に
対
し
稽
古
を
つ
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
は
、
祭
日
子
供
相
撲
の
存
在
か
ら
予
測
可
能
で

あ
る
が
、
浦
風
林
右
衛
門
は
こ
の

f
供
相
撲
を
も
取
り
込
む
事
を
日
論
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
裏
に
は
、
自
身
の
縄
張
り
で
優
秀

な
人
材
を
幼
い
頃
か
ら
押
さ
え
る
事
が
出
来
る
利
点
も
あ
る
と
推
測
出
来
る
。

相
撲
年
寄
が
特
定
の
テ
リ
ト
リ
ー
を
持
つ
事
で
弟
子
の
確
保
に
利
点
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
上
屋
喜
敬
氏
の
先
行
研
究
で
既
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
同
地
の
例
を
見
る
限
り
、
そ
の
範
囲
を
子
供
に
ま
で
広
げ
、
そ
の
成
長
度
合
い
や
怪
童
力
士
と
し
て
の
価
値
に
よ
っ
て
は
相

撲
年
寄
の
正
式
な
門
下
に
勧
誘
し
、
江
戸
相
撲
の
相
撲
取
と
し
て
入
門
す
る
、
と
い
う
流
れ
も
形
作
ら
れ
て
い
た
と
推
測
出
来
る
。
ま
た

在
方
の
セ
ミ
プ
ロ
相
撲
集
団
と
し
て
も
、
子
供
相
撲
に
対
し
て
江
戸
か
ら
の
お
墨
付
き
を
も
ら
う
事
に
意
義
が
あ
り
、
＋
供
相
撲
開
催
に

際
す
る
不
安
材
料
を
払
拭
で
き
る
他
、
相
撲
取
を
志
す
子
供
達
が
江
戸
の
相
撲
年
寄
の
門
弟
と
い
う
ネ
ー
ム
バ
リ
ュ
ー
に
惹
か
れ
て
集
ま

る
と
い
う
、
渡
世
集
団
の
人
材
確
保
と
し
て
の
利
点
が
存
在
す
る
。

こ
の
他
、
初
期
の
免
許
の
中
に
は
、
在
地
で
の
相
撲
そ
の
も
の
に
対
す
る
免
昨
も
什
在
す
る
。
次
の
〈
史
料
―
―
-
〉
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

其
御
村
方
鎮
守
二
而
、
毎
年
七
月
廿
四
日
相
撲
稽
古
相
催
候
俵
、
先
師
匠
な
稽
古
場
所
二
仕
来
り
侯
二
付
、
外
相
撲
渡
世
の
も
の
差
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障
候
義
者
打
之
間
鋪
候
、
尤
相
撲
作
法
之
通
り
猥
成
義
一
切
無
之
相
慎
稽
占
可
有
之
候
、
依
而
証
状
如
件
、

八
月
古
日

江
戸
相
撲
年
寄

二
代
目

内
容
と
し
て
は
、
以
前
よ
り
定
日
に
長
瀬
村
（
現
長
野
県
上
田
市
長
瀬
）
鎖
守
に
て
稽
古
相
撲
を
開
催
し
て
き
た
事
に
対
し
、
他
の
相

撲
渡
世
人
か
ら
迷
惑
を
蒙
る
事
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
門
弟
の
渡
世
活
動
の
庇
護
と
、
そ
の
風
紀
の
引
き
締
め
に
よ
る
統
制
が
記

さ
れ
て
い
る
。
内
容
を
見
る
限
り
、
相
撲
興
行
の
免
許
と
言
う
よ
り
も
、
在
方
の
門
弟
に
対
し
て
庇
護
と
統
制
を
付
与
す
る
事
に
よ
っ
て
、

相
撲
年
寄
の
支
配
体
制
の
強
化
を
図
る
免
許
と
推
測
出
来
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
免
許
を
便
宜
的
に
「
相
撲
免
許
」
と
呼
称
し
た

い
。
管
見
の
限
り
で
は
「
相
撲
免
許
」
の
類
は
以
後
の
時
代
に
見
ら
れ
な
い
た
め
、
免
許
制
度
の
黎
明
期
に
発
給
さ
れ
た
免
許
状
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
挙
げ
て
き
た
免
昨
だ
け
で
は
、
全
て
の
免
許
状
の
種
類
を
網
羅
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
免
許
状
に
は
、
少
な

く
と
も
門
弟
・
世
話
人
を
始
め
、
上
俵
、
太
鼓
椙
、
子
供
相
撲
な
ど
が
あ
り
、
初
期
に
は
在
方
相
撲
そ
の
も
の
に
対
す
る
免
許
状
、
す
な

わ
ち
「
相
撲
免
許
」
も
交
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
は
、
元
々
門
弟
が
い
る
土
地
に
対
し
重
ね
て
発
給
さ
れ
る
種
類
の
も

の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
た
だ
門
弟
と
し
て
認
可
す
る
だ
け
で
在
方
相
撲
集
団
が
江
戸
相
撲
年
寄
の
完
全
な
統
制
支
配
下
に
入
る
訳
で
は
な

く
、
複
数
回
且
つ
多
種
類
の
免
許
発
給
に
よ
る
重
層
的
な
免
許
構
造
の
上
に
、
在
方
の
セ
ミ
プ
ロ
集
団
が
存
立
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

門
弟
衆
中

長
瀬
村

文
化
じ
午
年

油
風
林
右
衛
門
⑲
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ニ
付
奉
納
致
候
間
、
末
々
至
迄
御
取
立
可
被
下
候
、
依
而
証
状
如
件

｛
作
か
）

一
、
其
村
方
秩
父
三
拾
四
番
観
軋
音
菩
薩
奉
写
建
立
致
候
二
付
、
御
縁

11
之
側
相
撲
四
本
柱
十
俵
古
実
沙
法
之
式
、
此
度
我
等
心
廂

免

許

信
濃
国
佐
久
郡
湯
原
村
仕

〈
史
料
四
〉
弘
化
三
年
十
月
湯
原
村
観
音
緑
日
相
撲
興
行
免
状

一
般
的
に
免
許
状
に
記
載
さ
れ
る
相
技
年
寄
は
、

ま
た
、
こ
れ
ら
の
免
許
が
江
戸
相
撲
に
連
な
る
事
を
保
証
す
る
点
も
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
も
、
セ
ミ
プ
ロ
相
撲
に
お
け
る
正
当
性
の

主
張
が
在
方
で
行
わ
れ
て
い
た
事
の
裏
返
し
で
あ
り
、
在
方
側
が
故
実
や
正
ヤ
ー
性
を
求
め
る
富
要
が
あ
っ
た
事
を
ぷ
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
特
徴
か
ら
、
免
許
状
の
交
付
が
、
門
弟
で
あ
る
事
を
認
可
す
る
以
外
に
も
多
様
な
忍

llrを
与
え
る
こ
と
で
、
よ
り
強
固
な
在
方
統
制
に

第
二
章

免
許
状
と
権
威

相
撲
年
寄
と
免
許
の
発
給
形
態

繋
が
っ
て
い
た
事
が
確
認
で
き
る
。

る
C

平
林
彦
左
衛
門
殿
江

一
枚
の
免
許
状
に
つ
き
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
免
許
状
の
発
給
者
の
部
分

に
、
単
独
で
は
な
く
部
屋
繋
が
り
の
年
寄
名
跡
の
名
が
書
か
れ
る
場
含
も
あ
る

C

そ
の
例
が
、
次
に
学
げ
る
〈
史
料
四
〉
で
あ
る
。
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庄
之
助
の
許
可
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
条
殿
家

本
朝
相
撲
司
御
行
司

吉
田
豊
後
守
追
風

〈
史
料
四
〉
は
四
本
柱
十
俵
の
免
許
だ
が
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
木
村
庄
之
助
は
立
行
司
の
最
高
位
で
あ
り
、
甘
時
は
相
撲
年
寄
と
の
．
一
枚

鑑
札
の
名
跡
で
あ
っ
た
。
そ
の
立
行
Iij
と
連
名
で
署
名
し
て
い
る
木
村
瀬
平
も
相
撲
年
寄
で
あ
り
、
こ
の
二
代

H
は
元
九
代
木
村
庄
之
助

と
、
木
村
一
派
の
中
で
も
重
要
な
名
跡
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
本
史
料
の
木
村
瀬
平
は
恐
ら
く
三
代
［
と
考
え
ら
れ
る
。

木
村
瀕
平
が
免
許
状
に
連
名
し
て
い
る
事
実
は
、
免
許
の
発
給
先
で
あ
る
信
濃
国
佐
久
郡
湯
原
村
（
現
長
野
県
佐
久
市
湯
原
）
の
相
撲

基
盤
を
、
木
村
庄
之
助
を
頂
点
と
し
て
一
派
内
の
柑
撲
年
寄
と
の
連
動
支
配
を
行
っ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
同
地
域

は
、
江
戸
側
の
実
際
の
支
配
業
務
や
取
次
と
な
る
者
は
木
村
瀬

f
で
あ
っ
た
が
、
免
許
の
発
給
は
、
木
村
一
派
の
最
高
責
任
者
た
る
木
村

こ
の
事
実
か
ら
は
、
免
許
状
が
そ
の
一
派
の
筆
頭
名
跡
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
連
な
る
名
跡
が
署
名
す
る
こ
と
は

PJ
能
で
あ
っ
た
こ
と

十

月

弘
化
三
内
午
年

木
村
瀬
平
詞

相
撲
年
寄

止
武

fm
（
花
押

木
村
庄
之
助

［
本
相
撲
行

I
F
l附

―

-
t
 

二
j

f
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下
者
也

相
撲
年
寄

吉
田
追
風
門
人

が
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
筆
頭
名
跡
の
許
可
と
連
名
が
前
提
で
、
独
立
し
た
発
給
の
形
態
や
経
路
は
持
つ
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ

(20) 

ろ
う
。

一
派
閥
に
相
撲
年
寄
が
複
数
存
在
す
る
場
合
、
実
際
の
免
許
発
給
は
す
べ
て
そ
の
一
派
の
ト
ッ
プ
が
牛
耳
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

ま
た
少
数
で
は
あ
る
が
、
師
匠
や
部
屋
な
ど
の
繋
が
り
が
な
い
複
数
相
撲
年
寄
名
跡
の
連
名
で
作
成
さ
れ
た
免
許
状
が
存
在
す
る
。
複

数
名
跡
の
連
名
で
発
給
さ
れ
た
免
許
の
例
と
し
て
は
、
下
総
国
海
上
郡
飯
岡
の
博
徒
飯
岡
助
五
郎
宛
に
、
匝
接
の
師
匠
で
あ
る
玉
垣
額
之

助
の
他
に
八
人
の
年
寄
の
連
名
で
発
給
さ
れ
た
世
話
人
免
許
が
既
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
事
例
に
つ
い
て
高
埜
氏
は
、
助
五
郎
の

縄
張
り
で
興
行
を
す
る
た
め
に
、
玉
垣
以
外
の
年
寄
達
が
、
仲
間
と
し
て
助
五
郎
を
世
話
人
に
任
じ
る
こ
と
で
巡
業
の
世
話
を
依
頼
す
る

(21) 

こ
と
を
可
能
に
し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
。

し
か
し
、
次
の
〈
史
料
五
〉
も
複
数
名
跡
の
連
名
の
一
例
で
あ
る
が
、
飯
岡
助
五
郎
の
事
例
と
は
毛
色
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

る。

〈
史
料
万
〉
文
久
元
年

四
本
柱
土
俵
免
許

一
、
其
御
村
力
鎮
守
天
満
宮
毎
年
御
祭
礼
之
節
、
永
代
四
本
柱
土
俵
致
免
許
置
候
間
、
末
々
迄
御
世
話
人
中
当
日
相
撲
御
取
立
可
被

一
、
御
公
儀
様
御
法
度
之
儀
者
不
申
及
、
相
撲
場
所
勿
論
平
日
猥
成
俄
不
致
様
相
恨
可
申
候
、
依
而
免
許
如
件
、

2
 

一公

水
内
郡
倉
井
村
四
本
柱
土
俵
免
許
状

阿

武

松

庄

吉

詞
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本
史
料
は
、
信
濃
国
水
内
郡
倉
井
村
（
現
長
野
県
上
水
内
郡
飯
綱
町
）
に
交
付
さ
れ
た

t
俵
免
許
で
あ
る
。
免
許
事
項
と
在
方
相
撲
取

の
風
紀
統
制
を
記
し
た
ご
く
普
通
の
免
許
状
で
あ
る
が
、
阿
武
松
、
境
川
、
浦
風
と
い
う
別
名
跡
の
相
撲
年
寄
―
―
―
名
の
連
名
で
作
成
さ
れ

て
い
る
。
地
域
を
統
括
す
る
人
物
で
は
な
く
、
毎
年
恒
例
の
祭
礼
で
使
用
さ
れ
る
場
所
と
そ
の
関
係
者
に
対
し
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

た
め
、
助
五
郎
の
事
例
の
よ
う
な
特
定
の
人
物
と
年
寄
の
師
弟
関
係
が
起
囚
と
な
っ
た
も
の
で
は
無
い
だ
ろ
う
。

〈
史
料
五
〉
の
連
名
理
由
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
は
、
同
地
の
局
辺
地
域
が
一
；
一
人
の
相
撲
年
寄
の
支
配
交
錯
地
で
あ
り
、
二
年
寄
が

そ
れ
ぞ
れ
同
地
へ
門
弟
免
許
を
発
給
し
、
免
許
を
受
け
た
門
弟
達
が
村
の
祭
礼
相
撲
で
取
り
組
み
を
行
う
他
、
一
二
年
寄
の
江
戸
の
弟
子
も

巡
菜
で
訪
れ
、
祭
礼
相
撲
に
参
加
し
た
可
能
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
祭
礼
に
使
用
さ
れ
る
土
俵
の
免
許
も
一
二
年
寄
の
連
名
で
作

取
次

獅
子
ヶ
洞
八
蔵
殿

御

若

者

中

枇
話
人 御

役

人

中

信
州
水
内
郡
倉
井
村

文
久
元
年
酉
年

同
浦
風
林
右
衛
門
詞
）

境
川
浪
右
衛
門
⑲

同
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右
相
撲
力
士
之
門
弟
二
召
加
え
候
、
於
何
国
二
も
紛
無
之
者
也

寛
政
十
二
申
年

本
朝
相
撲
司
御
行
司

免
許

霜
月
日

浪
風
角
右
衛
門
儀

u

ー`
｛
力

g

野
州
芳
か
郡
之
住

[
1
 

{
2
 

〈
史
料
六
〉
寛
政
十
一
一
年
相
撲
力
士
入
門
祉

可
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
免
許
を
発
給
す
る
名
跡
は
、

成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

を
握
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
相
撲
年
寄
の
支
配
地
に
は
、
他
相
撲
年
寄
と
の
交
錯
地
が
存
在
し
、
そ
の
門
弟
集
団
が
合
同
興
行
を
行
う
場

合
や
そ
の
興
行
地
（
四
本
柱
土
俵
）
を
確
保
す
る
場
合
、
円
滑
な
興
行
運
営
及
び
相
撲
取
の
統
括
の
た
め
、
す
べ
て
の
相
撲
年
寄
か
ら
認

免
許
状
の
書
式
と
権
威
効
力

一
派
内
で
複
数
の
相
撲
年
寄
を
抱
え
る
場
合
、
そ
の
一
派
の
ト
ッ
プ
が
免
許
発
給
の
決
定
権

続
け
て
、
免
許
状
の
内
容
に
も
料
み
込
ん
で
い
き
た
い
。
相
撲
免
許
状
の
文
面
・
署
名
に
注
目
す
る
と
、
相
撲
年
寄
や
時
代
に
よ
っ
て

差
異
が
あ
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
。
例
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
門
弟
免
咋
を
提
が
し
た
い
。
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岩

瀬

川

茂

助

殿

ト
州
吾
友
郡
岩
下
村
之
住

免
許

-_J: --•• 

l l 

IE
月

〈
史
料
七
〉
茄
水
五
年
正
月

冨
」
紙
ウ
ハ
内
）

「
免
許
岩
瀬
川
茂
助
」

一
、
几
許
俄
柑
撲
執
心
二
付
、
此
度
我
等
門
弟
相
加
置
候
処
実
正
也
、
然
ル
ト
者
何
口
迄
茂
紛
無
之
者
也
、
左
候
得
者

様
御
法
度
之
依
者
不
申
及
、
相
撲
場
所
者
勿
論
、
平
日
共
猥
成
儀
決
而
不
致
様
相
恢
叶
由
候
、
依
而
免
状
如
件

嘉
水
九
子
年

田

l
J
 

2
 

吾
妻
郡
岩
卜
村
出
身
相
撲
門
弟
免
許
状

日
本
角
力
行
司
日
付

木
村
若
狭
守
圧
規

風石
竺

荻
二
伝
左
中
持
殿
家

追

正
武
（
花
押

木
村
庄
之
助

十
九
代

直
政
（
化
押
）

浦
風
林

fi衛
門
叫

相
撲
年
寄

吉
田
追
風
門
人

御
公
儀
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ー
天
保
期
頃
か
ら
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
、

会
内
全
体
で
の
厳
格
な
規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

過
に
よ
る
免
許
の
重
要
性
の
上
昇
と
効
力
拡
大
が
見
て
取
れ
る
。

〈
史
料
六
〉
は
一
章
で
も
触
れ
た
｛
寛
政
期
の
門
弟
免
許
状
で
あ
り
、
下
野
国
芳
賀
郡
在
住
の
者
を
門
弟
と
す
る
内
容
を
一
、

し
、
相
撲
年
寄
木
村
庄
之
助
の
署
名
と
、
宛
先
を
晋
く
と
い
う
ご
く
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
。

時
代
も
下
っ
た
嘉
永
期
の
免
許
で
、
相
撲
年
寄
も
別
名
跡
の
浦
風
林
右
衛
門
で
あ
る
が
、
卜
野
国
吾
妻
郡
岩
下
村
（
現
群
馬
県
吾
妻
郡
東

吾
妻
町
）

の
者
を
門
弟
に
加
え
る
内
容
の
他
に
、
取
締
事
項
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

-r
で
己

二
／
イ
'
―

--n

免
許
内
容
の
基
本
文
面
は
、
宛
名
・
署
名
・
認
Pj
事
項
が
必
ず
記
さ
れ
る
。
管
見
の
限
り
、
十
九
枇
紀
初
頭
の
門
弟
免
許
な
ど
は
、
こ

れ
ら
の
最
低
限
の
記
述
の
み
で
成
立
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
文
政
ー
犬
保
期
頃
よ
り
、
上
俵
・
世
話
人
免
許
な
ど
を
中
心
に
、
基
本

事
項
に
加
え
地
域
で
の
渡
世
の
保
証
が
記
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
他
、
在
方
相
撲
取
の
風
紀
統
制
や
、
相
撲
社
会
内
の
禁
則
事
項
を
記
し
て
い

る
タ
イ
プ
な
ど
、
基
本
書
式
が
広
が
っ
て
い
る
。
免
許
に
よ
る
統
制
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
三
章
に
て
検
討
す
る
が
、
時
代
の
経

ま
た
免
許
状
の
署
名
や
宛
名
の
位
置
も
、
時
代
や
相
撲
年
寄
に
よ
り
様
々
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
宛
名
が
文

末
に
記
さ
れ
る
傾
向
に
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
弘
化
年
間
の
木
村
庄
之
助
・
木
村
瀬
平
の
免
許
で
あ
る
〈
史
料
四
〉
に
お
い
て
本
文
よ
り

先
に
宛
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
誰
に
対
す
る
何
の
免
許
と
い
う
必
要
事
項
と
宛
名
・
署
名
が
必
須
で
あ
る
ほ
か
は
、
相
撲
社

渡
世
の
保
註
や
取
締
事
項
が
加
え
ら
れ
て
い
る
免
許
の
発
給
拡
大
は
比
較
的
時
代
が
下
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
文
政

一
章
に
て
触
れ
た
「
相
撲
免
許
」
の
消
滅
時
期
と
前
後
し
て
お
り
、
役
割
が
他
種
類
の
免
許

に
吸
収
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
免
許
状
の
形
態
や
種
類
が
細
分
化
さ
れ
確
立
し
た
後
は
、
「
相
撲
免
許
」
は
発
給
す
る

意
義
が
弱
く
な
っ
て
徐
々
に
消
滅
し
て
い
き
、
替
わ
っ
て
〈
史
料
―
―
-
〉
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
庇
護
・
統
制
文
言
は
、
時
代
が
下
る
と

一
方
、
〈
史
料
七
〉
は
〈
史
料
六
〉
よ
り
発
給
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依
て
免
状
如
件

懺
話
人
免
許
や
土
俵
免
許
な
ど
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
相
撲
集
団
の
渡
世
基
盤
の
確
立
と
と
も
に
、
但
話
人
免
許
、
土
俵
免
許
等

面
に
関
し
て
は
簡
潔
だ
が
、
自
ら
の
署
名
部
分
の
肩
書
き
に
つ
い
て
は
「
本
朝
相
撲
司
御
行
司

こ
の
一
方
で
、
相
撲
年
寄
に
よ
っ
て
は
署
名
の
差
も
現
れ
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
〈
史
料
六
〉
の
木
村
庄
之
助
は
、
免
許
を
与
え
る
文

（将）

薮
二
伝
左
中
持
殿

吉
田
追
風
十
九
代

日
本
角
力
行
司
目
付
」
と
詳
細
で
あ
る
。
署
名
の
詳
細
さ
は
、
代
々
の
「
木
村
庄
之
助
」
の
免
許
状
で
も
見
ら

れ
る
特
徴
で
あ
る
。
実
際
、
〈
史
料
四
〉
の
木
村
庄
之
助
は
〈
史
料
六
〉
よ
り
後
代
の
者
だ
が
、
同
様
に
「
五
条
殿
家
」
を
も
加
え
た
長
い

肩
書
き
が
記
さ
れ
て
い
る
。
高
埜
氏
は
木
村
庄
之
助
の
肩
書
き
に
つ
い
て
、
「
藪
家
・
五
条
家
と
の
関
係
を
、
従
来
か
ら
の
吉
田
善
左
衛
門

（
追
風
）
と
並
べ
て
誇
示
し
て
い
る
。
新
た
な
権
威
と
し
て
、
文
化
期
以
降
、
諸
公
家
に
接
近
し
、
朝
廷
権
威
を
希
求
す
る
よ
う
に
傾
斜
し

て
い
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

相
撲
年
寄
」
と
、

(28) 

木
村
に
比
べ
簡
潔
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、
〈
史
料
―
―

4

〉
〈
史
料
五
〉
に
記
さ
れ
る
代
々
の
浦
風
林
右
衛
門
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。

一
方
〈
史
料
七
〉
の
浦
風
林
右
衛
門
は
、
署
名
の
肩
書
き
部
分
は
「
吉
田
追
風
門
人

長
い
肩
書
き
を
記
す
相
撲
年
寄
は
木
村
庄
之
助
以
外
に
も
存
在
す
る

C

そ
の
代
表
例
が
、
次
の
伊
勢
ノ
海
五
太
夫
で
あ
る
。

八
幡
宮
由
来
之
碑

一
、
野
州
都
賀
郡
乙
女
村
鎮
守
正
八
幡
宮
、
祭
礼
相
撲
土
俵
之
義
は
年
々
九
月
朔
日
に
相
定
め
申
候
処
、

奉
納
仕
候
処
、
此
度
相
改
上
俵
免
許
差
遣
申
候
処
実
正
也
、
然
る
上
は
外
同
職
之
者
罷
越
候
て
も
右
士
俵
へ
決
て
差
構
申
間
敷
候
、

祭
礼
相
撲
土
俵
之
事

正）

〈
史
料
八
〉

Jj
延
元
年
九
月
祭
礼
相
撲
上
俵
之
事

家
木
村
若
狭
守
正
規

の
効
力
が
拡
大
、
強
権
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。

9
)
 

2
 

（
一
九
三
四
年
建
立
乙
女
村
八
幡
宮
由
来
之
碑
）

四
代
目
伊
勢
ノ
海
宗
五
郎
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乙
女
村

九
月
［

万
延
元
申
年

な
り
、
（
後
略
）

御
世
話
人
御
中

吉
田
追
風
末
流

式
守
七
代
目

伊
勢
ノ
洵
五
太
火

是
の
八
幡
宮
は
、
掛
け
ま
く
も
恐
き
誉
田
別
命
を
斎
き
祀
る
御
社
に
し
て
、
其
の
御
創
立
は
詳
か
な
ら
ね
ど
境
内
に
生
繁
る
老
杉
松

は
幾
百
年
の
古
き
を
物
語
る
も
の
な
り
、
而
し
て
今
の
御
本
社
は
霊
几
反
皇
の
貞
亨
―
一
年
の
改
築
、
拝
殿
は
大
正
七
年
の
再
建
な
り
、

例
祭
は
古
く
は
旧
八
月
十
五
日
な
り
し
を
、

Jjカ
延
の
頃
よ
り
九
月
朔
日
に
変
り
、
（
中
略
）
古
伝
に
旧
八
月
十
五
日
の
祭
に
余
興
と
し

て
子
供
角
力
を
な
す
の
例
な
り
し
か
、
後
苔
衆
角
力
と
な
り
い
よ
よ
盛
と
な
れ
り
、
然
る
に
其
頃
鑑
札
を
有
す
る
カ
ト
逹
、
そ
の
中

ば
に
押
寄
せ
花
銭
を
奪
ひ
去
る
な
ど
乱
暴
甚
し
く
、
折
角
の
余
興
も
止
む
の
外
な
ぎ
に
至
ら
ん
と
す
る
を
、
ガ
延
冗
年
、
時
の
青
木

市
郎
兵
衛
氏
区
民
を
代
表
し
て
江
戸
に

t
り
、
角
力
協
会
を
訪
ひ
事
の
由
を
訴
へ
、
伊
勢
の
海
五
太
夫
を
聘
し
奉
納
の
上
俵
入
を
な

し
、
上
記
の
免
許
状
を
受
け
、
以
後
今
日
の
如
く
盛
大
な
る
角
力
を
成
得
る
に
至
れ
る
は
、
げ
に
詞
氏
の
尽
大
な
る
賜
と
い
ふ
べ
き

〈
史
料
八
〉
は
、
現
在
の
栃
木
県
小
山
市
乙
女
の
八
幡
宮
に
建
立
さ
れ
た
石
碑
の
金
石
文
で
あ
る

Q

こ
こ
に
登
場
す
る
伊
勢
ノ
海
五
太
夫

長
広

化
押
影
刻

本
朝
相
撲
之
司
御
行
事
廿
二
代
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ま
た

う
な
人
仰
な
記
し
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

は
三
代
目
で
あ
り
、
前
名
を
一
一
代
目
伊
勢
ノ
海
村
右
衛
門
と
一
.̂-I

っ
た
。
こ
の
伊
勢
ノ
海
村
右
衛
門
が
発
給
し
た
免
許
が
存
在
す
る
が
、
こ

伊
勢
ノ
海
村
右
衛
門
宜
」
と
い
う
簡
素
な
も
の
で
あ
っ
た
。
伊
勢
ノ
海
Ji
太
夫
と
い
う
名
は
、
門
下

か
ら
式
守
伊
之
助
の
初
代
を
輩
出
し
、
絶
大
な
権
威
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
年
寄
名
跡
伊
勢
ノ
海
の
初
代
の
名
で
あ
り
、
特
別
な
意
味

を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
名
跡
を
継
承
し
た
こ
と
で
、
こ
の
肩
書
き
の
権
威
を
知
ら
し
め
る
た
め
、
免
許
に
も
〈
史
料
八
〉

こ
の
よ
う
に
特
定
の
名
跡
は
、
自
ら
の
由
緒
を
よ
り
前
面
に
出
す
傾
向
に
あ
る

C

立
行
司
「
木
村
庄
之
助
」
に
、
式
守
の
帥
匠
姓
に
し

て
行
司
と
年
寄
の
二
枚
鑑
札
五
伊
勢
ノ
海
五
太
夫
」
は
そ
の
筆
頭
格
で
あ
っ
た
卜
、
こ
の
二
名
跡
は
、
寛
延
一
一
年
（
一
七
四
几
）
に
相
撲

集
団
に
権
威
と
格
式
を
付
仔
す
る
た
め
、
相
撲
故
実
を
求
め
て
当
時
の
古
田
善
左
衛
門
（
追
風
）
に
入
門
し
た
木
村
庄
之
助
と
伊
勢
ノ
海

（
式
守
）
打
太
夫
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
り
、

M
書
き
に
現
れ
る
権
威
に
は
強
い
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
長
い
肩
害
き
は
、
在
方
の
者
に
自
ら
の
権
威
を
知
ら
し
め
る
際
、
よ
り
権
威
を
強
調
す
る
こ
と
が
出
来
る
手
段
で
も
あ
っ
た
。

〈
史
料
八
〉
は
、
鑑
札
を
持
っ
て
い
た
在
力
相
撲
取
迂
が
祭
礼
興
行
時
に
行
っ
た
横
暴
に
対
抗
し
、
こ
の
三
代
目
伊
勢
ノ
海
五
太

夫
に
肛
談
判
し
た
と
い
う
背
景
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
元
々
鑑
札
（
免
許
）
を
有
し
て
い
た
在
方
相
撲
取
と
村
力
の
祭
礼
机
話
人
の
間
に
ト

ラ
ブ
ル
が
発
牛
し
て
お
り
、
免
許
を
持
た
な
か
っ
た
村
方
机
話
人
が
汀
戸
に
働
き
か
け
て
自
分
た
ち
に
免
許
を
発
給
し
て
も
ら
い
、
旧
権

力
の
威
を
借
る
在
方
の
相
撲
取
に
対
抗
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
免
許
を
受
け
る
側
が
、
旧
制
権
力
か
ら
免
許
を
更
新
し
、
当
時
に
お

い
て
権
威
が
大
き
い
相
撲
年
寄
を
後
ろ
盾
と
す
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の

IE
％
性
を
主
張
し
、
在
地
で
の
興
行
に
役
立
て
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、
胄
時
在
方
側
か
ら
江
戸
の
相
撲
年
寄
へ
働
き
か
け
が
行
わ
れ
て
い
た
事
実
を
伝
え
て
い
る
。

以
し
の
こ
と
か
ら
、
相
撲
年
寄
の
免
許
状
書
式
は
各
々
の
相
授
年
寄
に
任
さ
れ
て
お
り
、
最
低
限
の
ル
ー
ル
の
他
は
明
確
な
規
定
が
存

在
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
〔
)
ま
た
二
品
の
免
昨
状
は
ヽ
五
相
撲
免
許
」
の
消
滅
前
後
で
文
章
形
態
が
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
o

さ
ら

の
中
で
の
肘
書
き
は
、
「
江
戸
年
寄

の
よ
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確
認
し
て
い
き
た
い
。

ー3
 

砂
橋
村
相
撲
槻
話
人
免
状

に
、
特
定
年
寄
の
署
名
・
文
革
形
態
の
違
い
は
、
そ
の
相
撲
年
寄
が
持
つ
権
威
を
前
面
に
押
し
出
す
表
れ
で
あ
っ
た
。
在
方
・
江
戸
相
撲

両
方
へ
強
調
し
て
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
、
故
実
や
肩
書
き
を
よ
り
明
確
に
す
る
動
き
が
牛
ま
れ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
在

方
も
よ
り
大
き
く
新
し
い
現
在
の
権
威
に
す
り
寄
り
、
旧
権
力
か
ら
更
新
す
る
者
逹
が
現
れ
て
い
た
。

第
三
章

相
撲
年
寄
が
発
給
す
る
免
許
状
の
中
に
は
、
他
所
か
ら
来
た
相
撲
関
係
者
や
、
江
戸
相
撲
を
破
門
さ
れ
た
者
へ
の
注
應
な
ど
が
記
さ
れ

る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
門
弟
免
許
で
は
な
く
、
侃
語
人
免
許
な
ど
比
較
的
底
位
な
在
方
の
責
任
者

に
向
け
ら
れ
た
も
の
が
中
心
で
あ
る
。
高
埜
氏
も
、
枇
話
人
免
許
の
中
で
近
郷
の
他
の
門
弟
の
取
締
の
他
、
江
戸
表
か
ら
の
破
門
な
ど
差

構
え
の
者
を
一
術
も
圃
伴
さ
せ
な
い
と
い
っ
た
統
制
事
項
が
記
さ
れ
て
い
る
例
を
裕
げ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
世
話
人
免
許
が
一
般
的
な

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

で
は
、
枇
話
人
に
諜
せ
ら
れ
た
取
締
の
詳
細
と
は
主
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
〈
史
料
九
〉
〈
史
料
十
〉
か
ら

〈
史
料
九
〉
嘉
永
五
年
八
月

世
話
人
免
状
之
事

一
、
其
許
義
、
相
撲
執
心
其
時
々
実
抵
二
世
話
致
居
由
低
二
附
、
此
度
相
改
当
国
世
話
人
二
取
立
申
候
所
実
正
二
相
違
無
之
候
、
然

免
許
状
と
在
方
統
制

相
撲
年
寄
と
地
方
門
弟
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一
、
江
戸
表
其
師
匠
々
々
な
書
状
不
附
、
壱
人
立
二
而
罷
越
候
柑
撲
取
与

□口
勿
論
、
決
而
世
話
等
仕
間
敷
、
若
隠
し
世
話
等
仕
候

（早）

ハ
ヽ
、

1
様
差
構
可
申
候
、
身
持
不
埒
成
義
之
門
弟
破
門
致
候
ハ
ヽ
、
早
速
構
状
通
達
叫
巾
候
、
門
弟
中
江
甲
々
触
可
知
候
も
の

一
、
駄
賃
帳
面
之
俄
者
不
容
易
儀
二
付
精
々
心
付
、
ガ
一
右
之
帖
面
取
掠
徘
徊
致
候
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
縦
令
他
之
門
弟
た
り
共
能
々

也、 つ
ヶ
間
敷
儀
無
之
様
可
仕
候

5
-

浦
風
林
右
衛
門
相
撲
世
話
人
免
許
状

錦
嶋
八
五
郎
と
の

野
州
都
賀
郡
高
橋
住

ル
ト
は

子
八
月
四
日

伊
勢
ノ
海
村
右
衛
門
臼

御
公
儀
様
御
法
度
之
義
は
不
及
巾
二
、
相
撲
作
法
急
度
相
守
可
申
候
、
興
行
之
場
所
は
勿
論
、
神
事
祭
礼
寄
相
撲
等
有

之
侯
節
は
不
埒
之
儀
無
之
様
平
日
共
万
端
心
掛
可
申
候
、

It
其
師
匠
之
文
通
も
無
之
場
立
業
道
致
候
も
の
と
同
宿
同
伴
致
間
敷

候
、
若
左
様
之
族
打
之
條
ハ
ヽ
、
誰
人
之
門
弟
た
り
共
相
乳
可
被
及
早
通
候
、
為
後
日
証
状
伯
て
如
件

嘉
永
五
年

〈
史
料
十
〉
文
久
元
年
八
月

相
撲
世
詰
人
免
昨

口
、
左
候
得
者
、

江
戸
年
寄

函
庄

一
、
其
許
儀
年
来
相
撲
門
弟
二
致
骰
候
所
、
実
鉢
二
付
、
此
度
相

□門
弟
世
詰
人
二
致
置
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
者
何
国
迄
も
紛

（
礼
か
）

御
公
儀
様
御
法
度
之
儀
者
不
及
申
、
勧
進
相
撲
者
勿
論
、
神
事
祭
口
罷
越
候
共
、
別
而
相
慎
、
決
而
か
さ
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石
之
条
々
堅
相
守
二
お
ひ
て
ハ
、
相
撲
世
話
人
相
違
無
之
者
也
、
例
而
免
許
状
如
件
、

文
久
元
年

〈
史
料
九
〉
は
、
野
州
都
賀
郡
高
橋
（
現
栃
木
県
小
山
市
高
椅
）
在
住
の
門
弟
に
向
け
、
〈
史
料
八
〉
の
伊
勢
ノ
海
五
太
夫
と
同
一
人
物

で
あ
る
伊
勢
ノ
海
村
右
衛
門
が
発
給
し
た
免
許
で
あ
る
。
内
容
は
、
世
油
人
の
任
命
と
風
紀
統
制
の
他
、
江
戸
の
師
匠
の
書
状
を
持
た
ず

に
相
撲
に
参
加
す
る
者
と
同
宿
同
伴
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
苅
し
そ
の
よ
う
な
者
が
い
た
場
合
、
誰
の
門
弟
で
あ
っ
て
も
乳
明
し
、
直

様
通
達
す
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
は
、
師
匠
と
な
る
相
撲
年
寄
か
ら
独
立
し
て
相
撲
を
行
う
者
と
、
そ
れ
を
世
話
す
る

者
が
実
際
に
い
た
串
が
わ
か
る
。
ま
た
江
戸
相
撲
年
寄
の
書
状
は
、
命
令
や
許
可
を
与
え
る
物
に
と
ど
ま
ら
ず
、
所
有
者
と
未
所
有
者
を

さ
ら
に
〈
史
料
九
〉
に
は
、
右
の
よ
う
な
者
が
い
た
な
ら
ば
誰
の
門
弟
で
あ
っ
て
も
礼
し
、
す
ぐ
に
通
逹
す
る
よ
う
に
と
文
中
に
あ
る

区
別
す
る
文
字
証
拠
か
つ
物
的
証
拠
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。

両
瀬
川
八
郎
右
衛
門
殿

信
州
筑
摩
郡
両
瀬
村

辛
酉
八
月

□□
江
戸
表
江

llI申
越
候
事

直
政
（
花
押
）

浦
風
林
右
衛
門
⑩

相
撲
年
寄

吉
田
追
風
門
人
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こ
と
か
ら
、
相
撲
年
寄
間
で
一
定
の
相
互
乱
明
効
力
を
認
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
相
撲
年
寄
の
縄
張
り
や
権
威
が
侵
さ
れ
た
場
合
に
、

事
を
荒
立
て
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
決
め
ら
れ
た
予
防
策
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

一
方
〈
史
料
卜
〉
は
、
信
州
筑
磨
郡
両
瀬
村
（
現
長
野
県
松
本
市
中
川
）

の
門
弟
に
向
け
発
給
さ
れ
た
浦
風
林
右
衛
門
の
世
話
人
免
許

状
で
あ
る
。
こ
の
一
一
条
目
前
下
に
は
、
〈
史
料
九
〉
と
同
じ
よ
う
に
、
相
撲
年
寄
の
書
状
も
無
く
「
必
人
立
」
で
訪
れ
た
者
の
世
話
を
し
て

は
な
ら
ず
、
破
っ
た
場
合
差
構
（
追
放
・
破
門
な
ど
）
と
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
で
も
、
相
撲
年
寄
の
元
か
ら
離
れ
て
単

独
行
動
す
る
者
が
間
題
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
加
え
て
こ
ち
ら
で
は
、
在
方
で
こ
の
取
り
決
め
を
破
っ
た
者
に
対
す
る
具
体
的

な
処
分
内
容
も
記
さ
れ
て
お
り
、
統
制
の
厳
格
化
が
窺
え
る

C

二
条
目
後
半
に
は
、
身
持
不
埒
に
つ
き
破
門
し
た
門
弟
は
浦
風
よ
り
構
状

で
通
逹
す
る
こ
と
と
、
こ
れ
を
在
力
門
弟
中
に
も
触
れ
知
ら
せ
よ
と
い
っ
た
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る

3

問
題
が
あ
る
者
を
破
門
し
た
場
合
、

構
状
を
廻
し
た
上
で
周
辺
地
域
の
門
弟
に
も
知
ら
せ
、
在
方
相
撲
社
会
か
ら
も
追
放
す
る
と
い
う
、
厳
し
い
措
置
が
執
ら
れ
た
。
こ
れ
ら

の
処
罰
に
よ
り
、
処
分
者
・
破
門
者
は
相
撲
社
会
に
参
加
不
川
能
と
な
り
、
公
的
な
相
撲
渡
世
を
送
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

高
埜
氏
の
研
究
で
紹
介
さ
れ
た
但
話
人
免
許
状
に
も
、
「
江
戸
表
よ
り
小
埒
二
付
き
差
構
え
候
者
ハ
廻
文
を
以
て
申
し
遣
し
候
間
、
一
宿

詞
伴
致
さ
せ
ま
じ
く
候
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
相
撲
か
ら
の
破
門
者
が
相
撲
渡
棋
を
出
来
な
い
よ
う
、
支
配
地
に
通
達
し
て
い
た
事

が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
処
罰
者
の
統
制
は
、
在
方
相
撲
取
の
社
会
内
ま
で
適
用
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
当
時
の
相
撲
社
会
に
は
、
武

家
社
会
に
お
け
る
奉
公
構
の
よ
う
な
処
罰
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
統
制
内
容
は
、
破
門
・
追
放
し
た
者
を
在

方
相
技
か
ら
排
除
す
る
こ
と
で
在
方
を
支
配
・
統
制
ド
に
確
実
に
骰
き
、
相
撲
杜
会
の
体
制
を
維
持
す
る
一
方
で
、
免
許
状
や
そ
の
他
害

状
を
も
っ
て
渡
世
を
行
う
在
方
の
者
の
地
位
を
相
対
的
に
上
昇
さ
せ
る
効
果
を
持
っ
て
い
た
。

ま
た
〈
史
料
十
〉
は
、
駄
賃
板
面
で
間
題
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
駄
賃
帳
面
と
は
、
江
戸
の
相
撲
取
が
使
用
す
る
こ

ふ
四

と
が
出
来
る
、
宿
駅
な
ど
で
の
便
宜
を
保
証
す
る
一
種
の
証
明
書
で
あ
る
「
絵
符
帳
面
」
の
こ
と
と
息
わ
れ
る
。
本
史
料
で
は
、
こ
の
帳
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相
撲
年
寄
の
支
配
地
域
と
門
弟

面
を
招
え
て
在
方
で
行
動
す
る
者
が
い
た
な
ら
ば
、
他
の
年
奇
の
門
弟
で
あ
っ
て
も
、
江
戸
に
届
け
出
る
よ
う
に
と
の
命
令
も
記
さ
れ
て

い
る
。
本
文
は
、
プ
ロ
の
者
に
の
み
認
め
ら
れ
た
公
的
権
利
を
利
用
出
来
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
来
の
権
利
を
逸
脱
し
た
行
為
が
横

行
し
て
お
り
、
江
戸
相
撲
年
寄
か
ら
も
問
題
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
ボ
し
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
事
は
、
〈
史
料
九
〉
〈
史
料
|
〉
で
学
げ
た
在
方
相
撲
の
統
制
内
容
か
ら
、
世
話
人
が
明
確
に
相
撲
年
寄
側
か
ら
の

意
向
を
反
映
す
る
役
割
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
新
田
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
．
＾
几
々
は
在
方

側
の
仲
介
役
で
在
方
興
行
の
主
休
で
あ
っ
た
世
話
人
・
日
代
だ
が
、
統
制
権
限
が
「
相
撲
免
許
」
に
よ
る
全
体
的
な
も
の
か
ら
世
話
役
・

日
代
に
移
行
さ
れ
た
こ
と
で
、
次
第
に
在
方
相
撲
取
の
取
締
を
、
江
戸
を
頂
点
と
す
る
相
撲
社
会
の
組
織
の
末
端
構
成
員
と
し
て
担
う
よ

う
に
な
り
、
結
果
的
に
地
域
に
お
け
る
権
勢
が
増
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
世
話
役
な
ど
の
在
方
相
撲
の
中
心
者
の
権

威
が
わ
か
り
や
す
く
現
れ
た
も
の
が
、
後
述
に
な
る
が
「
在
方
相
撲
責
任
者
が
発
給
し
た
門
弟
免
許
」
の
存
在
で
あ
ろ
う
。

近
世
後
期
の
在
方
相
撲
社
会
に
は
、
江
戸
の
相
撲
年
寄
が
決
め
た
相
撲
社
会
独
自
の
統
制
が
あ
っ
た
。
世
話
人
や
目
代
と
い
っ
た
在
方

の
高
位
責
任
者
に
は
そ
の
実
行
権
限
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
世
話
人
・
目
代
免
許
は
地
域
で
の
地
位
や
渡
憔
の
保
証
だ
け
で
な
く
、
相
撲

年
寄
か
ら
の
統
制
事
項
を
伝
え
、
組
織
的
に
守
ら
せ
る
目
的
も
旦
括
し
て
発
給
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
世
話
人
・
目
代
の
地
位
は
、

相
対
的
に
上
昇
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
統
制
事
項
は
、
特
定
の
条
件
下
に
お
い
て
相
撲
年
寄
間
で
権
威
や
縄
張
り
に
あ

る
程
度
介
入
で
き
る
取
決
め
が
あ
っ
た
他
、
相
撲
取
の
地
位
・
立
場
に
対
応
し
た
権
利
か
ら
逸
脱
し
た
行
動
を
取
る
者
も
い
た
た
め
、
こ

れ
に
対
し
て
取
り
締
ま
り
も
行
っ
て
お
り
、
江
戸
相
撲
杜
会
内
に
お
い
て
自
律
的
な
罰
則
規
定
を
設
け
、
実
行
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ま
で
は
、
相
撲
年
寄
か
ら
発
給
さ
れ
た
免
許
状
に
よ
る
在
方
統
制
の
内
容
や
形
態
と
、
実
際
に
そ
れ
を
現
地
で
担
う
在
方
責
任
者
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一
、
博
恵
記
口
論
ハ
不
及
申
二
、
道
中
旅
籠
屋
、
又
ハ
洒
屋
等
二
お
い
て
、
及
酒
乱
二
候
も
の
御
座
候
ハ
ヽ
、
と
も
／
＼
吟
味
仕
、
古

一
、
江
戸
表
よ
り
破
門
之
角
力
取
参
リ
候
と
も
、
決
て
詞
宿
同
座
致
間
鋪
候
、
尤
手
前
門
弟
之
儀
ハ
、
急
度
相
慎
可
申
事

一
、
古
代
よ
り
私
門
弟
を
取
候
事
、
不
相
成
之
俵
二
御
座
候
、
若
取
立
門
弟
御
座
候
ハ
ヽ
、
江
戸
表
へ
申
達
、
免
許
可
請
置
事

一
、
壱
ヶ
年
二
両
度
ツ
、
積
金
角
カ
・
無
尽
角
力
両
度
可
致
事
、
尤
積
金
之
儀
は
門
弟
中
持
寄
二
致
、
残
金
之
儀
ハ
悔
成
方
へ
預
置
、

老
之
者
へ
申
伝
、
急
度
破
門
可
致
事

一
、
古
老
之
も
の
巾
聞
候
儀
、
門
弟
中
相
守
リ
同
腹
可
致
事

一
、
御
公
俵
御
法
度
之
俄
ハ
不
及
申
二
、
忽
度
相
守
リ
可
中
事

野
州
・
常
州
門
弟
山
、
近
年
甚
乱
二
相
成
リ
候
二
付
、
此
度
相
改
候
上
は
相
背
申
間
鋪
候
事

バっ

疋 常
州（力）丑

□月
古
LJ

（
表
紙

一
野
州

門
弟
控
帳

文
化
―
一
年

し一

〈
史
料
十
一
〉
文
化
一
一
年
野
州
・
常
州
門
弟
控
帳

の
立
場
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
責
任
者
が
存
在
し
、
江
戸
相
撲
年
寄
の
支
配
下
に
骰
か
れ
た
場
所
で
は
、

支
配
地
域
と
し
て
の
実
態
は
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
次
の
史
料
を
見
て
い
き
た
い
。
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木
村
庄
之
助
の
支
配
領
域
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
、
門
弟
名
列
記
略
）

重
山
茂
八

初
石
平
八

門
弟
中
之
内
に
て
長
之
煩
等
か
、
又
ハ
不
市
成
儀
に
て
も
出
来
致
候
ハ
ヽ
、
古
老
之
者
立
合
之
上
、
布
之
金
子
二
て
取
計
可
申
候
、

尚
又
無
尽
角
力
之
儀
ハ
、
古
老
之
も
の
相
談
之
上
に
て
、
年
々
壱
人
ツ
、
勧
進
元
二
て
興
行
可
致
事

江
戸
表
日
代

〈
史
料
十
一
〉
は
、
文
化
―
一
年
時
の
野
州
・
常
州
の
門
弟
と
そ
れ
に
対
す
る
取
締
や
取
り
決
め
の
内
容
を
記
し
た
門
弟
控
帳
の
定
部
分
で

あ
り
、
次
ペ
ー
ジ
の
【
表
】
は
〈
史
料
十
一
〉
に
続
く
門
弟
と
居
住
地
の
一
覧
表
で
あ
る
。
在
方
相
撲
社
会
が
江
戸
相
撲
の
支
配
下
に
入

っ
た
中
で
も
、
比
較
的
早
い
段
階
の
事
例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
で
、
〈
史
料
六
〉
で
門
弟
免
許
を
受
け
た
波
風
角
右
衛
門
が
、
世
詰
人
の
肩

書
き
で
記
さ
れ
て
い
る
他
、
門
弟
の
名
前
に
「
木
村
」
姓
が
二
十
四
人
と
多
い
と
い
う
特
徴
か
ら
、
〈
史
料
十
一
〉
に
記
さ
れ
る
地
域
は
、

同
史
料
の
特
徴
と
し
て
、

一
国
で
は
無
＜
―
-
国
に
跨
が
っ
て
門
弟
を
統
括
し
て
お
り
、
六
人
の
世
語
人
が
七
十
四
名
（
全
門
弟
署
名
七

右
之
條
々
相
背
候
も
の
御
座
候
ハ
ヽ
、
忠
度
破
門
可
致
候

セ
話
人

木

村

和

五

郎

波
風
角
右
衛
門

重

山

梅

蔵

今

出

川

店

吉

漣

力

古

森

斧

八
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地名（史料） 現在 人数 人名 備考

1 野州塩谷郡西根村 現宇都宮rli徳次郎町 1 初瀬）II源治郎

2 野州塩谷郡閾根沢村 現塩谷郡高根沢町 3 五月 [lJ利右衛門、春日野甚蔵、八屯桜八三郎

3 野州小木須村 現那須烏lllrli 1 鎌倉山善助

4 野州塩谷郡三日市村 現芳賀郡芳賀町 1 来弥嶋右衛門

5 下野国芳賀郡上稲t田村 現芳賀郡芳賀町 2 木村儀十即、稲出山郡蔵仰 詞有 x2 

6 下野国芳賀郡―F水沼村 現芳賀郡芳賀町 1 放レ駒常吉

7 野州芳賀郡生為村 現芳賀郡益子町 3 漣力吉、白兼秋右衛門、荒砂留治 世話人漣力占住

8 野州芳賀郡Lす卜村 現芳賀郡益r•町 2 七瀬川利右衛門印、木村嘉吉「Il‘ ⑬有 X 2 ， 野州芳賀郡大和川村 現真岡市、旧芳賀郡二宮町 1 木村猶平

10 野州芳賀郡砂ヶ原村 現真岡市、旧芳賀郡二宮町 1 広瀬川兵蔵

11 野州芳賀郡齢lll村 現貞岡市、旧芳賀郡二宮町 2 力石亦治郎、木村磯介

12 野州芳賀郡物井村 現真岡市、旧芳賀郡二宮町 1 初阪金れ良

13 野州芳賀郡久ド田術 現真岡市 1 松尼崎太布衛門

14 野州芳賀郡稲tlt1村 現芳賀郡市貝llfJ 1 木村森布衛門

15 野州芳賀郡市塙村 現芳賀郡市貝町 1 贔：松清吉

16 野）+I芳賀郡文谷村 現芳賀郡市貝町 2 新井川半弥、新井川角右衛門

17 下野国芳賀郡上根村 現芳賀郡市貝町 1 瀧ノ井久 1iJ

18 F野国芳賀郡杉山村 現芳賀郡市貝町 1 小杉山勝之助

19 |、•野 I玉1芳賀郡塩田村 現芳賀郡巾貝町 1 今／1＼川要lli

20 野）廿芳賀郡赤羽村 現芳賀郡市貝町 1 小松崎磯八

21 ト野同芳賀郡邑t村 現芳賀郡巾貝町 3 店竹吉之丞、浪渡長占、浪ヶ関金八

22 野）廿芳賀郡深沢村 現芳賀郡茂木町 I いろは山古兵衛

23 野）廿芳賀郡扁岡村 現芳賀郡茂木町 1 岩野戸利平治

24 野）廿芳賀郡菅又村 現芳賀郡茂木町 I 波風角右衛門 冊話人波風角右衛門住

25 小深村 現芳賀郡茂木町 l --•瀬川文蔵印 卯有

26 下野国芳賀郡小井戸村 現芳賀郡茂木町 1 小嵐俯て郎仰~ 「lf;(f
27 下野国芳賀郡牧野村 現芳買郡茂木町 1 荒浜吉兵衛卯 詞有

28 下野国芳賀郡河又村 現芳賀郡茂木町 1 木村兵十印 「|［有

29 下野国芳賀郡広見田村 現芳賀郡茂木町 1 広瀬川周蔵肛 1:仇有
30 下野国芳賀郡黒川村 現芳買郡茂木町 1 隅田川千吉

31 下野国芳賀郡藤縄邑 現芳賀郡茂木町 1 月見崎与兵衛
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32 野州芳賀郡中嶋村 現小山市 1 嶋ヶ崎源治郎

33 常州中郡友戸村 現桜川市、西茨城郡岩瀬町 1 桜川代吉

34 常州中郡岩瀬村 現桜／1|市、旧西茨城郡岩瀬町 1 岩瀬川岩h^衛門

35 常州中郡本木村 現桜川市、旧真墜郡大和村 2 茂り山伝吉、木村伝蔵

36 常州真壁郡谷貝村 現桜川市、旧真壁郡真墜町 1 木村し郎左衛門

37 常州真陸郡山田村 現桜川市、旧真壁郡真墜町 1 木村豊し・

38 常J•Ii 中郡大泉村 現桜川市、旧西茨城郡岩瀬町 1 木村兵蔵

39 常朴1中郡亀岡村 現桜川市、旧西茨城郡岩瀬町 1 木村丈右衛門

40 常朴I真壁郡田村 現桜川市 1 牛駒山惣兵衛

41 常州中郡橋本村 現桜川市、旧西茨城郡岩瀬町 1 木村新五郎

42 常州中郡小塙村 現桜川市、旧西茨城郡岩瀬町 1 木村佐し』

43 常州真壁郡有田村 現筑西市、旧真壁郡明野町 1 筑波山藤八

44 常州真壁郡海老嶋村 現筑西市、旧真陸郡明野町 1 木村和五郎 枇話人木村和五郎住

45 常州真壁郡稲荷新田 現筑西市、 1H真壁郡関城町 2 小海川古兵衛、稲荷山善治

46 常州真墜郡小栗村 現筑西市、 IR真罹郡協和町 4 崎川半治郎、木村多成、江戸崎長治郎、木村久和治

47 常州真墜郡大関村 現筑西市、 IH真壁郡河間村 1 高尾波兵蔵

48 常州真墜郡落合村 現筑酉市、 lH真壁郡河間村 1 今出川幸吉 世話人今出川幸吉住

49 常州真墜郡高嶋村 現筑西市 1 木村槃蔵

50 常州真壁郡柳村 現筑西市、旧貞壁郡協和町 1 木村久兵衛

51 常州真壁郡下館町 現筑西市 2 伊達山伊八、木村平重

52 常州中郡笠間 現笠間市 1 木村金衛門

53 常州真壁郡飯合内村 現笠間ifi 1 木村和介

54 常州いばら城郡飯田村 現笠間市 1 木村安兵衛

55 常州中郡大岩村 現常陸大宮市、旧那珂郡緒川村 1 岩ヶ崎源次郎（⑲ 仰有

56 常州中郡前沢村 現常陸大宮市上大門町か 1 荒手川助三郎

57 常州中郡丈田村 現ひたちなか市、旧茨城県勝lllii 1 木村彦八

58 常）•I、1 中郡久泉村 1 木村源蔵

59 常朴I筑波郡二分持村 I 介瀧粂告

60 常ナ!・I真陛郡与無□田村 1 八爪藤‘伍右衛門

61 常朴Iいばら城郡池下村 l 木村和llj郎

62 野）・I・!芳賀郡和田村 1 和ヶ崎庄治

註 (41)文化二年「野州・常州門弟控帳」より作成。なお地名は、『IH高旧領取調l限』（木村礎校訂 東京堂出版 1995年）、『日本歴史地名大系第八巻

茨城県の地名』（平凡社 1982年）、『同第九巻 栃木県の地名』（同 1988年）、『復刻古地図 天保十四年(-八四三） 冨上見十二州興地全図

之内常陸・下野・上野三國図』（人文社 2006年）を参照した。現在地が不明の部分については空襴としている。



71 近世後期における相撲年寄の免許発給と在方統制

の
お
膝
元
や
宿
場
に
居
住
し
て
い
る
者
も
見
受
け
ら
れ
る
。

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

十
八
名
）
も
の
地
域
の
門
弟
を
ま
と
め
上
げ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
こ
の
憔
話
人
か
ら
、
江
戸
表
目
代
二
人
を
中
継
し
、
江
戸

の
相
撲
年
寄
へ
と
つ
な
が
る
当
時
の
在
方
相
撲
集
団
の
構
成
が
本
史
料
か
ら
見
て
取
れ
る
。

こ
こ
に
登
場
す
る
、
江
戸
表
目
代
の
「
初
石
平
八
」
「
重
山
茂
八
」
と
い
う
人
物
は
、
史
料
中
の
書
上
に
も
江
戸
番
付
に
も
確
認
出
来
な

い
。
江
戸
表
目
代
と
い
う
役
職
だ
が
、
文
化
九
年
付
の
越
後
国
頚
城
郡
大
野
村
（
糸
魚
川
市
大
野
）
八
幡
宮
再
建
に
お
け
る
祭
礼
勧
進
相

撲
で
、
高
田
関
町
（
現
新
潟
県
上
越
市
高
田
）
に
居
を
構
え
る
「
江
戸
年
寄
目
代
」
に
協
力
を
要
請
し
、
こ
の
人
物
が
相
撲
取
方
を
取
り

仕
切
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
史
料
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
江
戸
表
目
代
」
や
「
江
戸
年
寄
日
代
」
な
ど
、
「
江
戸
」
を
冠
す
る
目
代

で
も
、
そ
の
地
域
に
籍
を
置
く
在
方
の
日
代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
史
料
十
一
〉
に
登
場
す
る
一
一
人
の
江
戸
表

H
代
は
、
常
州
・
野
州

の
相
撲
社
会
に
お
け
る
在
方
側
の
最
古
向
責
任
者
で
あ
り
、
在
方
と
江
戸
の
仲
介
役
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
そ
れ
は
、
〈
史
料
十
一
〉
に

記
さ
れ
た
世
話
人
の
存
在
と
合
わ
せ
て
、
文
化
一
一
年
の
時
点
で
、
目
代
と
世
話
人
の
二
重
の
在
方
責
任
者
を
通
し
た
統
制
経
路
が
既
に
構

そ
れ
で
は
、
在
方
相
撲
取
が
居
住
し
て
い
る
場
所
の
内
訳
を
見
て
み
よ
う
。
江
戸
の
相
撲
年
寄
へ
門
弟
が
存
在
す
る
範
囲
は
、
【
表
】
か

ら
常
州
は
旧
那
珂
郡
、
旧
真
壁
郡
、
旧
茨
城
郡
、
旧
筑
波
郡
、
野
州
は
旧
芳
賀
郡
、

ILJ
塩
谷
郡
と
、
か
な
り
広
範
囲
に
わ
た
る
影
響
力
が

-OO内
で
固
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
一
国
に
跨
が
っ
て
相
撲
年
寄
の
統
制
地
域
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
こ
の
内
、
村
方
が
相
撲
取
届
住
地
の
主
流
で
あ
っ
た
が
、
村
方
以
外
に
も
笠
間
城
下
や
下
田
城
下
、
久
下
田
宿
な
ど
、
藩

大
ま
か
に
居
住
地
域
を
分
類
す
る
と
、
大
多
数
の
門
弟
は
ド
野
・
常
陸
の
固
境
に
沿
う
形
と
、
芳
賀
郡
の
北
側
で
広
が
っ
て
い
る
。
同

地
域
に
お
い
て
、
国
境
沿
い
で
在
方
相
撲
は
広
ま
り
、
相
撲
年
寄
側
も
そ
れ
に
対
応
し
た
形
で
勢
力
を
拡
大
し
て
い
た
結
果
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
元
々
こ
の
辺
り
で
国
境
に
関
係
な
く
相
撲
が
盛
ん
だ
っ
た
中
で
、
江
戸
の
相
撲
年
寄
が
こ
の
地
を
配
下
に
治
め

築
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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〈
史
料

l
-
―
〉
江
戸
後
期
追
手
風
喜
太
郎
よ
り
佐
藤
茂
左
衛
門
宛
書
状

が
下
る
と
よ
り
顕
著
に
な
る
。
そ
れ
が
次
の
事
例
で
あ
る
。

る
過
程
で
、
そ
の
ま
ま
合
同
の
相
撲
統
制
体
制
が
形
成
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う

C

こ
れ
ら
の
情
報
を
受
け
て
、
今
度
は
定
の
部
分
か
ら
、
在
方
相
撲
社
会
の
構
造
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
顛
番
が
逆
転
し
て

し
ま
う
が
、
ま
ず
最
後
の
箇
条
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
箇
条
に
は
、
相
撲
興
行
に
お
け
る
積
立
金
に
つ
い
て
、
「
尤
積
金
之
儀
は
門

弟
中
持
窃
二
致
、
残
金
之
儀
ハ
悔
成
方
へ
預
置
、
門
弟
中
之
内
に
て
艮
之
煩
亦
か
、
又
ハ
不
事
成
儀
に
て
も
出
来
候
ハ
ヽ
、
占
ど
之
者
立

合
之
上
、
右
之
金
子
二
て
取
計
可
巾
候
」
と
品
さ
れ
、
相
撲
渡
枇
を
行
う
積
立
金
が
門
弟
中
で
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
金

f
か
ら
病
人
な
ど

へ
の
手
当
が
成
さ
れ
て
い
た
。

l
地
に
お
い
て
、
在
Jj
相
撲
取
の
相
互
扶
助
構
造
が
相
撲
杜
会
内
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
苔
、

ひ
い
て
は
在
方
相
撲
も
既
に
こ
の
段
階
で
、
渡
世
を
行
う
社
会
と
し
て
明
確
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
史
料
の
五
箇
条
且
を
見
て
み
よ
う
。
五
箇
条
目
に
は
「
古
代
よ
り
私
門
弟
を
取
候
事
、
不
相
成
之
儀
二
御
座
候
、
若
取
立
門

弟
御
座
候
ハ
ヽ
、
江
戸
表
へ
申
達
、
免
許
可
請
慣
事
」
と
ー
叫
さ
れ
て
お
り
、
勝
手
に
門
弟
を
取
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
門
弟
を
取
る
際

は
必
ず
江
戸
の
相
撲
年
寄
に
知
ら
せ
、
免
許
を
交
付
し
て
も
ら
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
高
禁
氏
は
、

1

大
保
以
降
に
統
一
的
な
免
許
発

給
を
通
し
て
地
方
の
組
織
化
が
積
極
的
に
進
行
し
て
お
り
、
そ
れ
以
祁
の
免
許
発
給
は
個
別
的
・
原
始
的
と
、
下
張
さ
れ
て
い
る
が
、
本
史

料
は
文
化
二
年
時
の
規
定
で
あ
り
、
免
許
発
給
に
よ
る
在
方
相
撲
組
織
化
の
萌
芽
が
窺
え
る
。

つ
ま
り
本
史
料
の
段
階
で
、
未
成
熟
な
が

ら
も
既
に
在
方
に
お
い
て
統
制
を
行
う
為
の
体
制
が
形
成
さ
れ
、
江
戸
相
撲
年
寄
か
ら
の
免
許
発
給
に
よ
っ
て
こ
れ
を
支
え
て
い
た
。

ま
た
門
弟
免
許
の
発
給
が
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
在
力
か
ら
江
戸
へ
連
絡
を
す
る
こ
と
で
受
け
ら
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
門
弟
免
許
が

一
方
的
に
発
給
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
在
方
か
ら
の
申
し
出
を
受
け
発
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
時
代
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一
筆
啓
卜
仕
候
、
残
暑
甚
敷
候
得
共
先
以
其
御
地
皆
々
様
御
揃
益
々
御
機
嫌
能
被
遊
御
座
奉
恐
賀
候
、
随
而
ド
拙
無
別
条
罷
在
候
間

乍
憚
貴
意
易
思
召
可
被
下
候
、
然
者
先
達
而
中
者
種
々
御
軋
話
相
成
~
刀
難
有
仕
合
奉
存
候
、
其
節
御
頓
之
免
許
弐
通
羞
送
申
候
間

（分）

金
：
二
．
両
宛
御
受
取
被
下
、
江
戸
表
江
御
屈
可
被
ド
候
様
偏
二
奉
頼
人
候
、
尤
相
撲
出
来
二
相
成
候
節
者
為
土
俵
金
弐
歩
江
戸
表
御
送

り
可
被
下
候
、
先
者
時
候
御
窺
労
在
の
段
申
卜
度
早
々
如
斯
二
御
座
候
、
以
上

尚
々
御
村
方
芳
者
衆
中
様
、
視
類
衆
中
様
、
藤
野
村
、
尾
ぶ
ち
村
、
沢
井
村
皆
々
様
江
宜
敷
御
伝
声
奉
頻
上
候

〈
史
料
ト
―
-
〉
は
、
追
手
風
喜
太
郎
か
ら
相
模
国
津
久
井
郡
小
渕
（
現
神
奈
川
県
相
模
原
市
緑
区
）

の
相
撲
責
任
者
で
あ
り
、
追
手
風

の
一
族
で
あ
っ
た
佐
藤
茂
左
衛
門
へ
の
書
状
で
あ
る
。
明
確
な
年
月
日
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
五
年
に
伊
呂
派

山
茂
左
衛
門
（
佐
藤
茂
左
衛
門
の
四
股
名
）
宛
に
追
手
風
喜
太
郎
よ
り
世
話
人
免
許
が
発
給
さ
れ
て
お
り
、
本
史
料
は
江
戸
表
と
記
さ
れ

て
い
る
事
か
ら
そ
れ
以
前
の
幕
末
期
の
史
料
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
内
容
と
し
て
は
、
村
方
の
者
か
ら
免
許
の
依
頼
が
来
た
こ
と

で
、
相
撲
年
寄
追
手
風
喜
太
郎
が
こ
れ
を
作
成
し
、
村
力
に
二
通
送
っ
た
こ
と
、
佐
藤
茂
左
衛
門
を
仲
介
役
と
し
、
免
許
状
一
枚
に
つ
き

ニ
両
ず
つ
支
払
う
こ
と
、
在
方
で
興
行
す
る
際
は
土
俵
利
用
料
と
し
て
金
弐
分
を
江
戸
に
送
る
よ
う
に
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
相
撲
に
関
わ
る
免
許
は
、
金
子
と
引
き
替
え
に
人
手
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
在
方
側
か
ら
の
依
頼
が
、
免

許
交
付
の
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
〈
史
料
八
〉
で
も
、
三
代
目
伊
勢
ノ
海
五
太
夫
に
村
方
の
人
物
が
直
談
判
し
、
土
俵
免

佐
藤
茂
左
衛
門
様

七
月
十
日

追
手
風
喜
太
郎
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許
を
再
発
給
し
て
も
ら
っ
て
い
る
よ
う
に
、
相
撲
に
関
わ
る
免
許
の
発
給
と
い
う
の
は
、
江
戸
側
か
ら
の
一
方
的
な
働
き
か
け
で
は
無
く
、

一
方
で
書
状
か
ら
は
、
免
許
が
相
撲
年
寄
に
と
っ
て
重
要
な
収
人
源
で
あ
っ
た
と
窺
え
る
。
書
状
で
追
手
風
喜
太
郎
は
、
免
許
状
一
枚

に
つ
き
三
両
の
金
銭
を
江
戸
に
送
る
よ
う
に
申
し
渡
し
、
相
撲
興
行
を
行
う
際
は
、
土
俵
の
利
用
料
と
し
て
金
―
―
分
を
納
め
る
よ
う
に
要

求
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
金
銭
徴
収
か
ら
、
在
方
の
相
撲
杜
会
が
相
撲
年
寄
か
ら
の
許
諾
と
支
配
統
制
だ
け
で
な
く
、
金
銭
的
に
も
基
盤

と
な
っ
て
い
た
事
実
が
浮
か
び
上
が
る
。
特
に
免
許
一
枚
に
つ
き
一
二
両
と
い
う
値
段
か
ら
鑑
み
る
に
、
在
方
門
弟
達
へ
の
免
許
発
給
に
対

こ
の
事
実
か
ら
推
測
す
る
に
、
在
方
側
の
免
許
需
要
に
相
撲
年
寄
側
が
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
需
要
に
応
え

る
形
で
免
許
は
交
付
さ
れ
る
が
、
免
許
は
単
な
る
在
方
支
配
や
、
人
材
基
盤
整
備
の
道
具
に
と
ど
ま
ら
ず
、
相
撲
年
寄
側
の
重
要
な
資
金

と
こ
ろ
で
、
江
戸
相
撲
に
在
籍
す
る
在
方
門
弟
の
取
り
方
は
、
担
話
人

•
H

代
な
ど
の
責
任
者
が
勝
手
に
取
る
の
で
は
な
く
、
在
方
の

希
望
者
か
ら
の
要
請
を
受
け
、
責
任
者
が
門
弟
希
望
者
と
江
戸
の
相
撲
年
寄
と
の
パ
イ
プ
役
と
な
り
、
免
許
の
申
請
を
す
る
形
が
基
本
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
交
付
形
式
は
、
た
と
え
形
ば
か
り
で
は
あ
っ
て
も
地
域
の
門
弟
が
在
方
の
最
高
責
任
者
な
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
柑
撲
年
寄
配
下
の
一
責
任
者
で
あ
る
と
五
う
江
戸
側
の
ス
タ
ン
ス
を
表
し
、
同
地
の
相
撲
社
会
の
最
高
責
任
者
は
相
撲
年
窃
で

あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
江
戸
側
の
姿
勢
は
、
そ
れ
だ
け
在
方
の
統
括
に
力
を
入
れ
て
い
る
現
れ
で
も
あ
っ
た
。

在
方
相
撲
責
任
者
の
成
長

〈
史
料
十
一
〉

の
定
は
、
「
野
州
・
常
州
門
弟
中
、
近
年
甚
乱
二
相
成
リ
候
二
付
、
此
度
相
改
候
上
は
相
背
申
間
鋪
候
事
」
と
い
う
背
景

収
入
源
の
一
っ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

す
る
金
銭
徴
収
で
、
か
な
り
の
収
入
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

在
方
側
か
ら
行
わ
れ
る
と
い
う
の
が
基
本
で
あ
っ
た
。
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免

許

⑯

〈
史
料
十
一
―
-
〉
文
久
二
年
七
月
江
戸
相
撲
弟
子
人
免
許
状

許
に
は
、
連
名
に
「
信
州
小
県
郡
長
瀬
村

れ
る
。

御
公
儀
様
御
法
度
之
義
ハ
不
申
及
、

か
ら
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
文
中
に
明
ボ
さ
れ
て
い
る
。
逆
説
的
に
言
う
と
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
禁
則
事
項
は
こ
の
史

料
が
作
成
さ
れ
た
以
前
に
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
と
亘
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の

t
地
で
は
、
か
つ
て
免
許
を
受
け
た
者
に
よ
っ
て
勝
手

に
弟

f
を
取
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
お
り
、
在
方
に
お
け
る
相
撲
責
任
者
が
、
弟
子
の
囲
い
込
み
を
行
っ
て
い
た
事
が
理
解
で
き
る
。
文
化

二
年
時
点
で
、
相
撲
責
任
者
が
在
方
相
撲
社
会
の
中
で
一
段
上
の
地
位
を
築
き
、
権
威
を
構
築
し
て
い
く
段
階
に
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取

さ
ら
に
時
代
が
下
る
と
、
免
許
で
も
相
撲
年
寄
と
在
方
の
責
任
者
の
連
名
で
門
弟
免
許
が
送
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
天
保

七
年
七
月
に
三
代
目
浦
風
林
右
衛
門
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
た
、
侶
濃
国
小
県
郡
坂
井
村
（
現
長
野
県
上
田
市
）
の
境
川
嘉
十
郎
宛
門
弟
免

目
代
上
原
源
五
右
衛
門
為
久
（
花
押
）
」
と
あ
り
、
当
地
の
責
任
者
で
あ
る
目
代
の
影
響
が
強

い
こ
と
が
窺
え
る
。
江
戸
相
撲
の
中
心
人
物
た
る
相
撲
年
寄
と
の
連
名
が
成
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
地
域
の
相
撲
責
任
者
の
権
威

が
、
単
な
る
在
方
と
江
戸
の
パ
イ
プ
役
の
段
階
か
ら
、
相
撲
年
寄
が
無
視
出
来
な
い
程
に
増
大
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
段
階
を
経
て
、
在
方
の
相
撲
責
任
者
も
独
自
の
免
許
状
を
発
給
し
、
そ
の
下
に
江
戸
相
撲
年
寄
が
認
可
し
て
い
な
い
弟
子

を
持
つ
状
態
に
発
展
し
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
次
の
史
料
を
見
て
頂
ぎ
た
い
。

一
、
其
許
儀
相
撲
執
心
実
体
に
付
、
此
度
相
改
拙
者
弟
子
二
先
加
申
処
実
正
也
、
然
ル
上
者

相
撲
作
法
急
度
相
守
可
申
候
、
興
行
場
所
者
勿
論
神
事
祭
礼
寄
相
撲
有
之
候
節
者
、
不
埒
成
義
無
之
様
平
日
万
端
心
掛
可
申
候
、

尤
致
出
情
候
上
者
江
戸
御
年
寄
な
免
許
貰
請
引
替
叶
致
候
、
為
後

H
之
免
許
相
渡
候
、
防
而
如
件
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心
人
物
の
一
人
、
と
言
っ
た
立
ち
位
憤
で
あ
ろ
う
c

文
久
二
年
戌
七
月

鹿
ノ
森
八
蔵
殿

〈
史
料
十
ニ
一
〉
は
、
丸
山
金
兵
衛
と
い
う
人
物
よ
り
発
給
さ
れ
た
門
弟
免
許
で
あ
る

C

丸

IIl金
兵
衛
は
「
相
撲
年
寄
」
と
こ
の
免
許
の
中

で
名
乗
っ
て
い
る
が
、
江
戸
の
相
撲
年
寄
に
丸
山
金
兵
衛
と
い
う
名
跡
は
存
在
し
な
い
。
丸
山
金
兵
衛
は
、
安
政
六
年
に
旧
頸
城
村
域
内

（
現
新
潟
県
上
越
市
頸
城
区
）
に
て
、
江
戸
相
撲
の
者
達
が
巡
業
で
村
方
相
撲
の
者
相
手
に
相
撲
を
取
っ
た
史
料
で
、
他
の
四
股
名
持
ち

門
弟
と
共
に
行
司
と
し
て
参
加
し
て
お
り
、
高
田
田
端
に
居
を
構
え
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
在
方
相
撲
の
中

免
許
内
容
に
日
を
移
す
と
、
宛
先
で
あ
る
人
物
は
既
に
鹿
ノ
森
八
蔵
と
い
う
四
股
名
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
師
匠
と
な
る
丸
山
金
兵

衛
が
つ
け
た
も
の
な
の
か
、
自
ら
名
乗
っ
て
い
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
「
其
許
儀
相
撲
執
心
実
体
に
付
」
と
記
す
時
点
で
、
こ
の
免
許
発
給

以
前
よ
り
在
方
の
相
撲
取
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
加
え
て
、
在
方
の
責
任
者
丸
山
金
兵
衛
は
「
相
撲
年
寄
」
を
名
乗
っ

て
お
り
、
在
方
責
任
者
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
擬
似
的
な
相
撲
権
威
と
し
て
、
こ
の
鹿
ノ
森
を
弟
子
と
し
て
取
っ
て
い
る
。
ま
た
相
撲
に

精
を
出
し
た
な
ら
、
江
戸
の
相
撲
年
寄
に
働
き
か
け
て
正
式
な
江
戸
相
撲
の
門
弟
免
許
を
発
給
し
て
も
ら
え
る
よ
う
働
き
か
け
る
、
と
い

う
内
容
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
在
方
の
相
撲
責
任
者
自
身
が
単
な
る
「
在
方
統
括
責
任
者
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
江
戸
の
相
撲

年
寄
に
類
似
す
る
「
師
匠
」
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
江
戸
の
相
挟
集
団
を
模
倣
し
た
小
規
模
な
在
方
相
撲
集
団
が
形
成

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
場
合
「
師
匠
」
た
る
在
方
の
相
撲
責
任
者
は
、
江
戸
の
相
撲
年
寄
を
模
し
た
擬
似
的
な
相
撲
権

越
後
国
頸
城
郡
大
鹿
村
住
人

丸
山
金
兵
衛
⑲

相
撲
年
寄
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。
、つ

ー
質

ー
‘
、
{

〈
史
料
十
四
〉

寅

七

月

当

国

H
代
役
名
披
露
大
相
撲
興
行
引
札
綴

威
と
な
り
、
江
戸
の
相
撲
年
寄
を
背
後
に
示
す
こ
と
で
、
自
ら
の
正
当
性
を
在
方
の
者
に
知
ら
し
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

〈
史
料
卜
三
〉
に
お
い
て
も
う
一
っ
特
徴
的
な
点
と
し
て
、
そ
の
文
面
が
あ
る
。
在
方
責
任
者
の
門
弟
免
許
状
の
誓
約
文
言
は
、
門
弟
認

叫
文
言
、
風
紀
統
制
文
言
を
盛
り
込
ん
で
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
江
戸
相
撲
年
寄
が
発
給
す
る
門
弟
免
許
に
準
じ
た
形
式

を
収
っ
て
い
る
こ
と
が
、
本
史
料
か
ら
は
明
ら
か
で
あ
る
。
文
章
内
容
が
〈
史
料
七
〉

の
他
、
文
久
元
年
十
月
に
浦
風
林
右
衛
門
が
越
後

国
魚
沼
郡
池
平
村
（
現
新
潟
県
魚
沼
市
池
平
）
の
白
風
福
三
郎
宛
に
発
給
し
た
門
弟
免
許
に
酷
似
し
て
お
り
、
加
え
て
同
じ
越
後
国
の
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
免
許
が
浦
風
林
右
衛
門
が
発
給
す
る
門
弟
免
許
状
に
準
じ
た
物
で
あ
り
、
丸
山
金
兵
衛
が
言
う
江
戸
相
撲
年

寄
も
、
浦
風
林
右
衛
門
の
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
椎
測
さ
れ
る
。
在
方
で
江
戸
相
撲
に
什
在
す
る
権
威
に
則
っ
た
免
許
状
を
作
成

す
る
こ
と
で
、
在
力
責
任
者
日
身
に
擬
似
的
な
相
撲
権
威
を
付
げ
し
、
そ
れ
を
在
方
の
相
撲
取
に
主
張
す
る
効
果
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ

最
後
に
、
次
の
史
料
か
ら
、
出
~
時
の
在
方
相
撲
責
任
者
任
命
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

残
暑
甚
々
敷
御
座
候
処
、
各
々
様
益
御
機
嫌
克
被
遊
御
座
恐
悦
至
極
二
奉
存
候
、
然
者
父
勇
七
義
、
是
迄
目
代
役
相
勤
罷
在
候
処
、

及
ど
衰
二
候
二
付
、
今
般
江
戸
表
年
寄
中
な
引
続
私
江
当
国
角
力
日
代
役
被
仰
付
難
有
頂
戴
仕
、
依
而
村
方
預
り
御
贔
屑
二
名
披
露

う
与
し
て
、
来
ル
廿
五
日
ぢ
廿
七
日
迄
晴
天
三
日
之
間
、
於
当
所
勧
進
大
角
力
興
行
仕
候
間
、
何
卒
被
仰
合
早
朝
な
御
賑
々
敷
御
来

（
れ
担
）

ロ
□程
偏
二
奉
希
上
侯
、
以

t
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寅
七
月

残
暑
退
兼
候
処
、
各
様
益
御
安
健
被
為
成
御
座
恐
悦
之
御
儀
奉
存
候
、
随
而
私
儀
年
来
相
撲
枇
話
人
二
罷
在
候
処
、
此
度
当
国
井
近

国
目
代
被
申
付
冥
加
之
至
奉
存
候
、
右
為
披
露
来
ル
廿
九
日
な
一
日
迄
晴
犬
一
ふ
日
之
間
、
廿
所
氏
神
社
地
二
於
ゐ
て
勧
進
大
相
撲
興

行
仕
候
間
、
何
卒
各
様
日
十
朝
合
御
賑
々
敷
御
来
駕
被
成
下
候
様
伏
而
奉
希

t
候
、
以
上

歳
万 千

秋

大
々
叶

雨
天
日
送
り

寅
七
月

チモリト
差

添

四

ッ

石

茂

兵

衛

勧
進
几

百
々
村

取
持

徳
永
村

芳

者

中

惣

村

中

惣

角

力

中

三

立

山

勇

蔵

甲
斐
ヶ
関
改

角
力
惣
匪
話
人
中

代
唇
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〈
史
料
十
四
〉
は
、
江
戸
の
相
撲
年
寄
か
ら
甲
斐
国
の
目
代
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
に
際
し
、
(
-
)

で
は
甲
斐
ヶ
関
改
め
三
立
山
勇
蔵
、

(
―
-
）
で
は
名
取
川
利
右
衛
門
が
名
披
露
目
の
勧
進
相
撲
興
行
を
行
う
こ
と
を
賄
伝
す
る
引
き
札
で
あ
る
。
同
じ
「
寅
七
月
」
の
年
月
日
と

な
っ
て
い
る
が
、
興
行
日
が
違
う
こ
と
や
、
そ
れ
ぞ
れ
が
勧
進
元
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
別
々
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
-
)
で
は
、
父
親
の
男
七
と
い
う
人
物
が
今
ま
で
当
国
の
目
代
を
務
め
て
き
た
が
、
老
年
に
あ
る
た
め
こ
の
度
江
戸
の
年
寄
か
ら
父
の

跡
を
継
ぎ
、
当
旧
目
代
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
父
の
夷
七
の
四
股
名
だ
が
、
文
政
十
年
に
甲
府
教
安
寺
で
開
催
さ
れ
た

相
撲
興
行
の
番
付
に
、
「
一
二
立

Ill屯
七
」
と
い
う
名
の
相
撲
取
が
参
加
し
て
お
り
、
こ
れ
が
三
立
山
勇
蔵
の
父
で
当
国
目
代
で
あ
っ
た
勇
七

の
現
役
時
代
と
名
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
目
代
に
な
る
こ
と
で
、
元
々
の
四
股
名
で
あ
る
甲
斐
ヶ
関
か
ら
、
三
立
山
勇
蔵
と
い
う
名
に
改

名
し
て
い
る
事
実
は
、
四
股
名
が
当
地
の
相
撲
責
任
者
を
継
ぐ
明
確
な
証
と
な
っ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
(
―
-
）
で
も
、
そ
れ
ま

で
世
話
人
で
あ
っ
た
名
取
川
利
右
衛
門
が
、
「
当
国
井
近
国

H
代
」
に
任
命
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
名
取
川
と
い
う
四
股
名
を
持
つ
相
撲
取

f
秋
り
歳
叶

名
取
川
利
右
衛
門

勧
進
元

取
持

同

惣

相

撲

中

中

老

中
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だ
が
、
「
名
取
川
弥
惣
治
」
と
い
う
人
物
が
、
同
地
の
目
代
と
し
て
名
取
川
利

11衛
門
以
崩
に
存
在
し
て
い
る
。
(
-
)

に
、
(
―
-
)

の
こ
の
一
一
人
も
父
子
か
、
あ
る
い
は
師
弟
関
係
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
ち
ら
の
事
例
で
も
、
「
名
取
川
」
と
い
う
四
股

名
が
同
地
域
の
在
方
相
撲
権
威
の
象
徴
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
〈
史
料
十
四
〉
は
、
相
撲
年
寄
が
在
方
に
お
け
る
責
任
者
の
任
に
つ
い
て
、
親

f
あ
る
い
は
師
弟
間
の
引
き
継
ぎ
を
容
易
に
認
可

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
在
方
責
任
者
側
と
し
て
は
、
地
域
の
相
撲
社
会
の
中
で
権
威
を
一
家
・

の
史
料
を
鑑
み
る

一
統
で
維
持
す
る

狙
い
が
あ
っ
た
一
方
、
相
撲
年
寄
側
も
、
よ
り
楽
で
確
実
な
支
配
基
盤
の
移
譲
を
怠
識
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
右
の
よ
う
な

支
配
状
況
を
継
続
し
て
引
き
継
い
で
い
く
た
め
に
、
江
戸
の
相
撲
年
寄
達
の
支
配
勢
力
差
が
連
鎖
的
に
拡
大
し
て
い
く
可
能
性
を
、
こ
こ

で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
大
き
な
権
利
・
権
力
基
盤
を
持
ち
、
相
撲
社
会
と
し
て
安
定
し
て
い
る
在
方
の
統
制
基
盤
も
代
々
引

き
継
ぐ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
名
跡
と
、
そ
れ
以
外
の
相
撲
年
富
の
間
で
、
地
力
に
お
い
て
勢
力
差
が
発
生
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

さ
ら
に
こ
こ
で
挙
げ
た
、
責
任
者
の
四
股
名
が
次
代
へ
継
が
れ
て
い
く
と
い
う
特
徴
か
ら
は
、
在
方
に
お
け
る
四
股
名
の
名
跡
化
の
様

相
が
見
て
取
れ
る
。
江
戸
の
相
撲
年
寄
名
跡
の
よ
う
に
、
す
ぐ
に
晋
該
地
域
の
相
撲
社
会
の
介
力
者
で
あ
る
と
わ
か
る
四
股
名
は
、
在
方

相
撲
責
任
者
の
一
家
、
も
し
く
は
一
統
が
そ
の
権
威
を
受
け
継
ぎ
、
そ
れ
を
対
外
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
持
っ
て
い
た
。

在
方
と
江
戸
の
師
弟
関
係
は
、
師
匠
ー
目
代
ー
世
話
人
ー
数
多
の
門
弟
と
い
う
体
制
が
あ
っ
た
。
在
方
責
任
者
達
は
、
こ
の
体
制
内
に

所
属
し
相
撲
年
寄
の
権
威
構
造
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
一
方
で
、
世
話
人
や

H
代
は
中
間
管
坪
職
と
し
て
、
興
行
の
他
に
門
弟
免
許
の
申

請
、
在
方
相
撲
取
の
統
制
な
ど
を
行
う
立
場
に
あ
り
、
次
第
に
力
を
増
し
て
い
っ
た
。
こ
の
結
果
、
在
方
責
任
者
自
身
も
そ
の
権
威
を
象

徴
す
る
も
の
と
し
て
、
江
戸
柑
撲
年
寄
か
ら
発
給
さ
れ
る
門
弟
免
許
を
模
倣
し
た
独
日
の
門
弟
免
許
を
作
成
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
門
弟
に

渡
す
者
が
現
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
在
方
の
相
撲
責
任
者
の
一
部
は
、
擬
似
権
威
を
高
め
る
と
共
に
、
江
戸
相
撲
を
模
倣
し

た
権
威
相
撲
梨
団
も
ど
き
を
作
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
在
方
で
権
威
を
確
立
し
た
者
達
は
、
地
域
内
で
そ
の
権
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実
態
が
存
在
し
て
い
た
。

更
に
、
免
許
状
に
書
か
れ
た
相
撲
年
寄
に
着
日
す
る
と
、

威
を
一
家
・
一
統
で
引
き
継
い
で
い
き
、
相
撲
年
寄
側
も
そ
れ
に
便
乗
し
て
い
た
と
指
摘
で
き
よ
う
。

本
稿
は
、
先
行
研
究
で
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
近

tit
の
相
撲
社
会
に
お
い
て
相
撲
年
寄
が
発
給
し
た
免
許
の
書
式
や
内
容
の

分
析
を
通
し
、
そ
の
特
徴
や
影
響
に
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
改
め
て
ま
と
め
た
い
。

相
撲
年
寄
か
ら
発
給
さ
れ
る
免
許
は
、
江
戸
か
ら
在
方
に
向
け
ら
れ
る
相
撲
統
制
に
対
し
、
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
免
許

に
は
、
門
弟
免
許
、
恨
語
人
免
許
、
卜
俵
免
許
、
太
鼓
稽
免
許
な
ど
多
様
な
種
類
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
種
類

の
贈
加
背
景
と
し
て
、
在
方
側
の
故
実
心
而
要
の
隆
盛
が
あ
っ
た
。
江
戸
側
と
し
て
も
、
門
弟
化
し
た
上
で
さ
ら
な
る
様
々
な
免
許
統
制
を

加
え
る
こ
と
で
、
よ
り
堅
実
な
在
方
統
制
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

C

一
派
内
で
複
数
の
相
撲
年
寄
を
抱
え
て
い
た
場
合
、
そ
の
一
派
の
ト
ッ
プ
が

免
許
発
給
の
決
定
権
を
握
っ
て
い
た
―

jj
、
別
名
跡
同
士
で
合
同
免
許
を
発
給
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
ま
た
誓
約
文
言
や
書
式
の
内
容
に

つ
い
て
は
、
最
低
限
の
ル
ー
ル
の
他
は
明
確
な
書
式
規
定
が
存
在
せ
ず
、
そ
の
署
名
・
文
章
形
態
の
違
い
は
特
定
相
撲
年
寄
が
権
威
の
上

昇
を
図
っ
た
動
き
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
合
わ
せ
、
在
方
も
よ
り
大
き
な
権
威
の
傘
ド
に
入
り
、
そ
の
権
力
に
あ
や
か
っ
て
い
た

一
カ
で
在
方
に
対
す
る
統
制
内
容
に
も
注
目
し
、
江
戸
相
撲
と
そ
れ
以
外
、
特
に
江
戸
相
撲
の
支
配
下
か
ら
外
れ
た
者
や
特
権
を
持
た

な
い
相
撲
取
と
の
差
別
化
を
図
り
、
彼
ら
を
厳
し
く
統
制
す
る
と
同
時
に
、
江
戸
相
撲
社
会
内
で
自
律
的
な
罰
則
規
定
を
持
っ
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
と
し
た
。
ま
た
相
撲
年
寄
の
支
配
地
域
は
、
国
を
も
超
え
た
輻
広
い
範
囲
を
支
配
下
に
置
い
て
お
り
、
そ
こ
に
築
か
れ
た
在

お
わ
り
に
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加
え
て
在
方
側
が
免
許
状
を
要
求
し
て
い
る
事
例
か
ら
、
在
方
側
の
需
要
に
相
撲
年
寄
が
積
極
的
に
関
わ
り
、
同
時
に
こ
れ
が
相
撲
年

し
て
い
た
世
話
人
免
許
や
目
代
免
許
の
効
力
が
増
す
こ
と
で
在
方
責
任
者
の
権
力
も
増
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
彼
ら
が
江
戸
相
撲
を
模

倣
し
た
独
自
免
許
を
門
弟
に
発
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
在
方
相
撲
社
会
内
で
の
権
威
を
さ
ら
に
高
め
た
事
例
や
、
在
方
責
任
者
が
自
ら
の

四
股
名
を
名
跡
化
し
、
子
息
や
門
弟
に
継
が
せ
る
こ
と
で
、
在
方
相
撲
杜
会
に
お
け
る
一
統
と
し
て
の
権
威
を
固
め
て
い
た
事
例
の
存
在

か
ら
は
、
在
方
相
撲
社
会
は
弔
な
る
江
戸
相
撲
社
会
の
下
請
け
で
は
な
く
、
独
自
の
渡
枇
社
会
と
し
て
の
機
能
を
持
ち
、
そ
の
責
任
者
と

な
っ
た
者
達
は
、
江
戸
相
撲
社
会
の
権
威
を
模
倣
し
、
或
い
は
利
用
し
な
が
ら
、
自
ら
の
在
方
に
お
け
る
権
威
を
形
作
り
、
在
方
に
お
け

る
渡
枇
の
優
位
性
を
確
保
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
出
来
た
。
こ
の
一
方
で
、
支
配
地
域
の
引
き
継
ぎ
に
よ
り
、
大
物
の
相
撲
年
寄
と
中
ト

級
年
寄
と
の
支
配
勢
力
差
が
連
鎖
的
に
拡
大
し
て
い
っ
た
と
衿
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
免
許
状
が
江
戸
相
撲
側
の
在
方
統
制
に
お
い
て
大
き
な
應
味
を
持
ち
、
重
要
な
側
面
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
近
世
後
期
の
相
撲
社
会
に
お
い
て
、
免
許
の
交
付
は
、
た
だ
そ
の
地
域
を
配
下
に
置
き
そ
の
代
表
者
を
門
弟

化
し
た
り
、
土
俵
な
ど
の
使
用
を
許
可
す
る
だ
け
の
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
相
撲
礼
会
の
安
定
的
運
営
と
存
続
の
た
め
、
極
め
て
重
要
な

位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
免
許
を
介
し
た
江
戸
相
撲
の
支
配
・
統
制
を
受
け
て
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
在
方
の
相
挟
責
任

者
が
自
ら
の
権
威
を
拡
大
し
、
江
戸
の
相
撲
権
威
を
模
倣
す
る
程
に
成
長
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
各
地
の
在
方
相
撲
社
会
を
包
括

し
た
、
江
戸
を
頂
点
と
す
る
一
大
相
撲
社
会
が
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

一
方
で
こ
の
統
制
構
造
は
、
近
世
か
ら
近
代
に

移
行
す
る
過
程
で
、
社
会
の
混
乱
・
変
化
と
連
動
し
て
変
質
し
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
移
行
過
程
の
相
撲
社
会
、

寄
の
重
要
な
収
入
源
だ
っ
た
事
に
も
言
及
し
た
。

測
さ
れ
る
。

一
部
地
域
で
は
末
成
熟
な
が
ら
も
文
化
年
間
に
は
既
に
形
成
さ
れ
て
い
た
と
推

一
方
、
棋
話
人
や
目
代
の
よ
う
な
責
任
者
自
身
の
権
威
に
つ
い
て
、
相
撲
年
寄
が
発
給

方
と
江
戸
の
師
弟
関
係
に
よ
る
組
織
体
制
化
の
基
盤
は
、
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主――
―
-
R
 

(
l
)

近
世
の
江
戸
相
撲
社
会
に
お
い
て
、
師
匠
（
親
方
）
と
し
て
弟

＋
の
相
撲
取
を
抱
え
、
四
季
勧
進
相
撲
興
行
や
地
方
巡
業
の
中
心
と

な
っ
た
者
逹
。
同
じ
く
相
撲
集
団
を
形
成
し
た
京
・
大
坂
の
他
、
地

方
相
撲
で
は
相
撲
頭
取
と
呼
ば
れ
た
へ
，

(
2
)
高
柳
憤
一
1
•
石
井
良
助
編
「
御
触
害
天
明
集
成
』
（
岩
波
書
店

一
九
―
―
工
ハ
年
）
九
五
一
―
4
頁

(
3
)

高
埜
利
彦
霊
近
世
日
本
の
国
家
権
力
と
宗
教
』
（
東
京
大
学
出
版

会
一
九
八
九
年
）
一
四
頁

(
4
)

吉
向
埜
利
彦
「
相
撲
年
寄
ー
興
行
と
身
分
ー
」
（
塚
田
孝
糧
『
シ
リ

ー
ズ
近
世
の
身
分
的
周
縁
三
職
人
・
親
方
・
仲
間
』
古
川
弘
文
館

―
1
0
0
0
年
）
ニ
―
1
0
|
―
ロ
ニ
頁
。
高
撃
氏
は
同
稿
に
お
い
て
、

対
談
の
内
実
を
示
す
事
例
と
し
て
、
天
保
十
三
年
に
相
撲
年
寄
楯
山

藤
蔵
が
常
州
下
館
の
者
達
に
宛
て
た
「
相
撲
対
談
一
札
之
事
」
の
証

文
を
挙
げ
、
こ
れ
が
興
行
契
約
書
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

(
5
)

高
埜
前
掲
註
4

二
て
一
頁

(
6
)

新
田
一
郎
『
相
撲
の
歴
史
』
（
講
談
社

解
明
し
て
い
き
た
い
。

―
1
0
 I
O
年
）
二
六
八

特
に
地
域
に
根
付
い
て
い
る
在
方
相
撲
社
会
の
動
き
や
変
化
に
つ
い
て
は
未
だ
不
明
な
点
も
多
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
事
例
を
集
積
・
分
析

す
る
こ
と
で
、
近
恨
ー
近
代
移
行
期
の
相
撲
社
会
状
況
の
実
態
に
、

よ
り
追
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後

ー
ニ
六
九
頁

(
7
)

古
田
追
風
家
は
熊
本
藩
細
川
家
に
仕
え
、
代
々
「
本
朝
相
撲
司

御
行
司
」
を
称
し
、
相
撲
故
実
の
家
元
と
し
て
全
国
の
相
撲
取
・
行

司
を
統
制
す
る
権
力
を
持
ち
、
独
自
に
発
案
し
た
横
綱
免
許
を
発
給

し
た
家
で
あ
る
。
な
お
、
相
撲
故
実
や
吉
田
司
家
に
つ
い
て
は
、
高

埜
前
掲
註
3
、
新
田
前
掲
註
6
の
他
、
上
屋
喜
敬
「
文
政
後
期
の
江

戸
相
撲
と
吉
田
善
左
衛
門
家
」
（
竹
内
誠
組
『
徳
川
幕
府
と
巨
大
都
市

江
戸
』
東
京
堂
出
版
―
1
0
0
1
―
一
年
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。
特
に

七
屋
氏
は
同
研
究
で
、
吉
田
家
が
免
許
・
証
状
の
発
給
に
よ
り
、
改

め
て
相
撲
が
家
職
で
あ
る
こ
と
を
江
戸
相
撲
に
示
す
一
方
、
受
け
手

の
相
撲
年
寄
・
相
撲
取
・
三
河
厨
が
吉
田
家
に
よ
り
江
戸
相
撲
に
お

け
る
地
位
を
保
証
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
同
三
0
六
頁
）

(
8
)

高
埜
前
掲
註
4

-
―
―
―
-
|
-
―
―
一
五
貞

(
9
)

〈
史
料
六
〉
参
照
。

(10)

高
埜
前
掲
註
4

ニ
ニ
―
ー
ニ
ニ
五
貞

(11)

『
長
野
県
史
近
世
史
料
編
第
八
巻
（
二
）
北
倍
地
方
』
（
長

野
県
史
刊
行
会
一
九
七
六
年
）
四
九
一
ー
四
九
二
頁
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近
世
史
料
編

第
八
巻
（
二
）

二
〇

南
信
地
方
」
（
長
野
県

(12)

『
長
野
県
史

一
八
頁

(13)

『
長
野
県
史
近
世
史
料
編
第
三
巻

史
刊
行
会
一
九
八
．
二
年
）
一

0
1
――――頁

(14)

土
屋
喜
敬
「
近
世
後
期
の
相
撲
興
行
と
両
国
地
域
」
（
東
扇
都
江

戸
東
京
怖
物
館
都
市
歴
史
研
究
室
編
『
東
京
都
江
戸
東
京
槽
物
館
調

査
報
告
書
第
二
四
集
両
国
地
域
の
歴
史
と
文
化
』
東
京
都
・
東
京

都
歴
史
文
化
財
団
・
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
―

1
0
―
一
年
）
八

八
頁
。
な
お
櫓
に
つ
い
て
は
、
服
部
幸
雄
『
大
い
な
る
小
屋
近
但

都
市
の
祝
祭
空
間
」
（
平
凡
社
一
九
八
六
年
）
等
の
記
述
が
詳
し

(15)

『
長
野
県
史
近
世
史
料
編
第
一
巻
（
二
）
東
信
地
方
』
（
長

野
県
史
刊
行
会
一
九
七
一
一
年
）
じ
九

0
頁

(16)

土
屋
喜
敬
「
近
世
後
期
江
戸
固
辺
地
域
に
お
け
る
相
撲
興
行
ー

武
蔵
国
多
摩
郡
を
中
心
に
ー
」
（
『
宗
教
・
芸
能
・
医
療
ー
関
東
近
世

史
研
究
論
集
ー
』
関
東
近
世
史
研
究
会
編
岩
田
害
院
―

1
0

I

―― 

年
）
―
-
六
八
ー
ニ
六
九
頁

(17)

『
長
野
県
史
近
世
史
料
編
第
一
巻
(
―
-
）
東
信
地
方
』
九

五
二
頁

(18)

『
長
野
県
史
近
世
史
料
編
第
二
巻
（
二
）
東
儒
地
方
』
（
長

野
県
史
刊
行
会
一
九
七
九
年
）
六

0
九
頁

(19)

『
大
相
撲
人
物
大
事
典
』
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
社

北
似
地
力
』
八

0
一
年
六
八
七
、
六
九
ヒ
頁

(20)

実
際
、
嘉
永
元
年
六
月
付
で
発
給
さ
れ
た
越
後
国
魚
沼
郡
十
日

町
鎮
守
諏
訪
大
明
神
の
上
俵
免
許
も
、
木
村
瀬
平
は
木
村
庄
之
助
と

の
連
名
で
あ
る
。
(
+
日
町
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
十
日
町
市
史
資

料
編
五
近
棋
―
-
』
十
日
町
市
役
所
一
九
九
二
年
六
じ
四
頁
）

(21)

高
埜
前
掲
註
4

-
―
―
工
ハ
ー
ニ
ニ
八
頁
、

(22)

『
長
野
県
史
近
枇
史
料
編
第
し
巻
(
-
―

4

)

北
信
地
力
』
（
長

野
県
史
川
行
会
一
九
八
二
年
）
五
二
四
貞

(23)

阿
武
松
庄
吉
の
師
肛
は
、
六
代
横
綱
阿
武
松
緑
之
助
で
あ
る
。

阿
武
松
緑
之
助
は
武
隈
・
雷
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
一
方
、
境
川
は
時

期
的
に
四
代

H
に
当
た
る
が
、
師
匠
の
三
代
目
が
先
代
浦
風
林
右
衛

門
の
門
下
で
あ
っ
た
程
度
の
繋
が
り
に
留
ま
る
。
そ
し
て
浦
風
林
じ

衛
門
は
六
代
日
で
あ
り
、
本
人
は
先
代
浦
風
の
門
ド
で
あ
る
。
（
飯
田

昭
一
編
『
史
料
集
成
江
戸
時
代
相
撲
名
鑑
』
（
日
外
ア
ソ
シ
ェ
ー
ツ
、

^
!
0
0
一
年
一
．
六
八
‘
―
一
八
ニ
ー
ニ
八
五
、
六
六
三
ー
六
六
四
頁
）

(24)

『
茂
木
町
史
第
一
二
巻
史
料
編
二
近
世
」
（
茂
木
町
一
九

九
八
年
）
九
―
―
一
頁

(25)

『
群
馬
県
史
資
料
編
十
一
近
批
：
―
[
北
毛
地
域
―
]
』
（
群
馬

県

一

九

八

0
年
）
九
：
こ
こ
頁

(26)

例
え
ば
文
化
十
四
年
の
時
点
で
、
信
州
善
光
寺
横
沢
町
世
話
人

宛
に
木
村
庄
之
助
が
発
給
し
た
土
俵
免
許
に
、
相
撲
取
が
来
て
土
俵

の
使
用
に
つ
い
て
妨
害
を
受
け
た
な
ら
ば
、
免
許
を
以
て
申
し
間
か
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せ
よ
と
い
う
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
（
『
長
野
県
史
近
世
史
料
編

給
し
巻
(
-
―
.
）
』
七
五
四
貞
）
、
同
じ
く
木
村
庄
之
助
が
大
保
―
一
年
に

武
州
高
麗
郡
野
々
宮
村
世
話
人
他
宛
に
発
給
し
た
子
供
相
撲
の
土
俵

免
許
で
は
、
こ
れ
に
加
え
て
相
撲
の
破
門
者
に
対
す
る
取
締
事
項
が

記
さ
れ
て
い
る
（
『
新
編
埼
玉
県
史
資
料
編
十
四
近
恨
五
』
埼
屯

県

一

九

九

一

年

四

―
:
1
頁
）
。
な
お
、
免
許
文
面
の
推
移
に
関
す

る
詳
細
な
分
析
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
予
定
し
て
い
る
。

(27)

高
林
七
前
掲
註
3

-
―
一
八
頁

(28)

〈
史
料
：
．
〉
の
浦
風
は
四
代
日
、
〈
史
料
し
〉
は
五
代
目
、
〈
史
料

五
〉
は
六
代

H
に
当
た
る
。
（
崩
掲
註
2
3
-
4六
じ
ー
一
こ
ハ
八
頁
）

(29)

『
小
山
市
史
史
料
編
近
世
Il
』
（
小
山
市
一
九
八
二
年
）

1
0
六
四
-
1
0
六
五
頁

(30)

崩
掲
註
2
3
-
―
一
八
頁

(31)

『
小
山
市
史
史
料
組
近
世
Il
』
六
五
九
ー
六
六

0
頁
、
〈
史

料
九
〉
。

(32)

高
埜
前
掲
註
3

一
五
ー
一
七
白
ハ

(33)

高
埜
前
掲
註
4

-
―
―
―
-
|
-
―
二
五
頁

(34)

前
掲
註
31
参
照

(35)

『
長
野
県
史
近
机
史
料
編
第
五
巻
（
三
）
中
信
地
方
』
（
長

野
県
史
刊
行
会
一
九
し
四
年
）
九
八
八
ー
九
八
九
頁

(36)

な
お
高
埜
氏
は
相
撲
世
話
人
に
つ
い
て
、
近
郷
の
門
弟
の
統
制

権
限
付
与
の
一
方
、
差
構
え
の
者
と
の
同
伴
を
禁
ず
る
命
令
を
卜
さ

れ
、
日
代
の
権
限
に
つ
い
て
は
門
弟
の
統
制
の
他
に
間
題
の
あ
る
門

弟
の
破
門
や
相
撲
年
寄
か
ら
独
立
し
て
相
撲
を
行
う
者
の
統
制
と
紹

介
し
て
い
る
が
、
〈
史
料
九
、
卜
〉
を
見
る
限
り
、
世
話
人
で
あ
っ
て

も
独
立
し
て
相
撲
を
行
う
者
の
統
制
等
も
担
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
辺
り
に
つ
い
て
は
、
高
埜
氏
が
挙
げ
た
例
か
天
保
ー
弘
化

期
の
雷
権
太
夫
を
中
心
と
し
た
免
許
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
稿
の
世

詰
人
免
許
が
嘉
永
ー
文
久
期
の
伊
勢
ノ
海
村
右
衛
門
と
浦
風
林
右
衛

門
で
あ
り
、
年
寄
の
違
い
や
時
代
の
推
移
に
よ
る
記
載
の
違
い
も
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
（
高
依
前
掲
註
4
-
-
＝
-
―
-
|
-
―
―
一
四
頁
）

(37)

高
林
七
前
掲
註
4

-
―
ロ
ニ
ー
ニ
―
―
二
百
ハ

(38)

「
相
撲
免
許
状
等
」
（
「
七
尾
町
旧
記
」
『
七
尼
市
史
資
料
編
一
』

じ
尾
市
一
九
六
八
年
）
九

0
頁

(39)

新
田
飢
掲
註
6

-
―
六
三
、
二
七
三
頁

(40)

新
田
前
掲
註
6

二
六
八
ー
ニ
六
九
頁

(41)

『
茂
木
町
史
第
二

4

巻
史
料
編
―
―
近
世
』
九
―
ニ
ー
九
一

七
頁

(42)

『
糸
魚
川
市
史
資
料
集
l
ー
文
書
編
』
（
糸
魚
川
市
役
所

几
八
六
年
）
―
―

1
0
九
ー
三
一
六
頁

(43)

高
埜
前
掲
註
4

ニ
―
―
立
頁

(44)

『
藤
野
町
史
資
料
編
上
原
始
・
古
代

社
』
（
藤
野
町
一
九
九
四
年
）
七
五
八
頁

(45)

『
藤
野
町
史
賓
料
編
卜
原
始
・
古
代

中
世

中
世

近
世

近
世

寺 寺
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第
一
巻
（
二
）

東
倍
地
方
』
七

二
0
0
1

―

社
』
七
六
一
頁

(46)

『
長
野
県
史
近
世
史
料
編

八
九
ー
七
九

0
頁

(47)

『
上
越
市
史
資
料
編

5

近
世
―
-
』
（
上
越
市

年
）
―
―
―

1
0
頁

(48)

『
頸
城
村
史
資
料
編
』
（
頸
城
村
一
九
八
八
年
）
三
六
四
頁

(49)

群
馬
県
立
文
書
館
萩
原
正
一
家
文
書
前
橋
市
東
善
町

p

八
四
二

0
ー
八
八

(50)

『
山
梨
県
史
史
料
絹
十
三
近
世

6
上
全
県
』
（
山
梨
県

―
1
0
0
四
年
）
九
六
四
ー
九
六
五
頁

(51)

寅
七
月
の
時
期
で
あ
る
が
、
(
-
)
に
つ
い
て
は
、
文
政
十
年

（
一
八
二
七
）
に
甲
府
の
教
安
寺
で
行
わ
れ
た
相
撲
の
番
付
に
、
「
三

立
山
勇
七
」
と
い
う
相
撲
取
が
お
り
、
こ
れ
が
勇
蔵
の
父
の
現
役
時

代
と
思
わ
れ
る
。
則
ち
こ
の
父
親
が
日
代
に
な
り
、
年
老
い
て
息
子

が
引
き
継
ぐ
時
期
の
「
寅
七
月
」
を
逆
算
す
る
と
、
安
政
元
年
（
一

八
五
四
）
か
と
考
え
ら
れ
る
。
（
二
）
に
つ
い
て
は
、
弘
化
二
年
に
甲

府
一
蓮
寺
興
行
に
名
取
川
利
右
衛
門
が
世
話
人
と
し
て
関
わ
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
降
の
安
政
元
年
(
-
八
五
四
年
）
か
慶
応
ニ

年
(
-
八
六
六
年
）
が
候
補
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
（
「
教
安
寺
境
内

大
相
撲
興
行
番
付
」
「
一
蓮
寺
境
内
大
相
撲
興
行
番
付
」
『
山
梨
県
史

史
料
絹
十
三
近
世
六
上
全
県
』
九
一
四
ー
九
一
五
頁
）

(52)

「
教
安
寺
境
内
相
撲
興
行
番
付
」
「
山
梨
県
史
史
料
紺
|
-
―
―

近
世
6
上
全
県
』
山
梨
県
―

1
0
0
四
年
）
九
一
四
頁
、
ま
た
、

嘉
永
四
年
九
月
卜
八
・
十
九
日
に
有
野
村
（
現
南
ア
ル
プ
ス
市
）
で

開
催
し
た
祭
礼
奉
納
相
撲
の
頻
書
に
、
村
役
人
と
共
に
「
当
国
相
撲

取
目
代
」
の
勇
七
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
（
『
山
梨
県
史
通
史
編

四
近
世
―
-
』
山
梨
県
二

0
0
七
年
二
八
六
頁
）

(53)

例
え
ば
文
化
六
年
の
甲
府
信
立
寺
境
内
で
行
わ
れ
た
相
撲
興
行

で
は
甲
州
相
撲
世
話
人
、
文
政
|
年
に
甲
府
教
安
寺
で
開
催
さ
れ
た

興
行
で
は
甲
州
目
代
と
し
て
名
取
川
弥
惣
治
が
関
わ
っ
て
い
る
。

（
「
大
相
撲
番
付
」
「
教
安
寺
境
内
大
相
撲
興
行
番
付
」
『
山
梨
県
史

史
料
編
十
三
近
世
6
上
全
県
』
九
一
三
ー
九
一
七
貞
）

(54)

明
治
初
期
に
は
、
江
戸
幕
府
体
制
の
崩
壊
で
、
古
田
川
家
を
頂

点
と
す
る
江
戸
相
撲
杜
会
の
故
実
支
配
体
制
の
支
柱
を
失
っ
た
こ

と
、
文
明
開
化
の
動
き
の
中
で
、
相
撲
が
前
近
代
的
な
風
俗
と
し
て

廃
止
論
も
強
か
っ
た
こ
と
、
明
治
二
年
二
八
六
九
）
の
廃
藩
置
県

の
あ
お
り
を
受
け
、
抱
え
相
撲
取
を
始
め
と
し
た
有
力
相
撲
取
の
経

済
生
活
に
打
撃
を
与
え
た
こ
と
な
ど
、
近
代
移
行
期
の
社
会
変
動
は

相
撲
社
会
に
も
強
い
影
響
を
及
ぽ
し
て
お
り
、
当
時
の
江
戸
（
東
京
）

相
撲
は
混
乱
の
最
中
に
あ
っ
た
。
（
新
田
前
掲
註
6

二
じ
L
|
-
―

八
六
貞
）
元
々
こ
の
配
ド
に
あ
っ
た
地
方
相
撲
社
会
に
お
い
て
も
、

混
乱
が
生
じ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。


